
 

GREEN×EXPO 2027 広報チラシの掲示について【掲示依頼】 

 
 
１ 事業の趣旨 

  このたび、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）のクリエイターである   

蜷川実花さんがデザインしました、新しいキービジュアルを用いた広報チラシ（Ａ４  

サイズ）が完成しました。 

GREEN×EXPO 2027 の開催に向けて、市民の皆様と共に機運を高めるため、新しい広報 

チラシを自治会町内会の掲示板に掲出していただきますようお願いします。 

なお、当該キービジュアルを用いたポスターは、区役所、市民利用施設をはじめ、市内

各所で順次掲示する予定です。 

 
 

２ お願いしたいこと 

【区連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】単位自治会町内会あて掲示物を送付します。 

掲示についてご協力をお願いします。 

※以前に掲示を依頼しました旧チラシが掲示板に残っている場合は、処分して

いただきますようお願いします。 

 
 

３ 広報チラシの掲示期間等 

広報チラシの到着後、２か月程度（６月末まで）の掲示をお願いします。 

※掲示板の空き状況等により御無理のない範囲で御協力をお願いします。 

※各区の区連会で、掲示期間について個別ルールがある場合は、状況に応じて御対応  

ください。 

※屋外掲示板によるチラシの劣化が想定されます。大変お手数ですが、依頼掲示期間後の

６月末になりましたら、処分していただきますようお願いします。 
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GREEN×EXPO 2027の進捗状況について（情報提供） 

 

平素より、「GREEN×EXPO 2027」の開催に向けたご支援ご協力を賜り、誠にありがとうご

ざいます。直近の進捗状況について、情報提供します。 

 

１ お願いしたいこと 

【区 連 長】 ご承知おきください。 

【地区連長】 地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】 単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

２ 「GREEN×EXPO 2027」とは 

  ・私たちの生活に大きな影響をもたらす気候変動に着目した、環境と共生し市民の皆様  

と共につくる、「環共」をテーマとする日本で初めての国際博覧会です。 

・自然・人・社会が共に持続するために、地球の限界や脱炭素社会を見据え、「人々の環

境への意識や行動は 2027 年の横浜から変わった」と言われるよう準備を進めていき

ます。 

・気候変動などの世界的な課題に対し、“自然の力”、“グリーンの力”で課題を解決し、 

環境にやさしい未来の暮らしを考え、横浜から世界に発信することが、博覧会のテー

マである「幸せを創る明日の風景」につながっていきます。 

 

３ 現在の会場計画（案） 

瀬谷区・旭区にまたがる上瀬谷の広大な里山を舞台に、起伏のある地形や川の源流な

どの自然を生かし、市民や企業が出展する５つの「Village（ビレッジ）」と、花や緑の

美しい風景が楽しめる３つの「ゾーン」を設けます。 

 

 ５つの Village 

主催者や参加者による様々な展示・

体験プログラム等を複合させ、「幸せ

を創る明日の風景」を創出する５つ

の Village を設けます。 

 

３つのゾーン 

GREEN×EXPO 2027 の

骨格となる３つのゾーンを

設けます。 
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４ 公式マスコットキャラクターのデザイン発表 

   
  

 
担 当：脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 

連絡先：Tel 671-4627 

メール：da-greenexpo@city.yokohama.jp 

※今後の調整状況により変更となる

場合があります。 

開催３年前となる３月 19 日に公式マスコットキャラクタ

ーのデザインを発表しました。６月に名前の発表が行われる

予定です。 



 
 

各地区連合町内会長 様 

 

みどり環境局公園緑地管理課長 

 

横浜市の公園を禁煙にすることへの市民意見募集実施について【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

  受動喫煙対策の取組として横浜市公園条例に「禁煙」を含め、「公園内禁煙化」を検討し

ております。検討にあたりパブリックコメントを実施いたしますので、情報提供いたしま

す。 
 

２ パブリックコメントの概要 

（１）募集期間 

令和６年４月 18日(木曜日)から令和６年５月 31日(金曜日)まで 

 

（２）提出方法 

①ご意見受付フォーム 

  横浜市電子申請・届出システム 

  https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ 

 dc2140c5-6a43-4f43-b7d0-44b5b519a9f4/start    

※メンテナンス時間中（不定期）はご利用いただけません。 

 

 ②リーフレット付属のハガキによる郵送（切手不要）     

各区役所、横浜市役所などで配布しています。概要版リーフレットのハガキ 

を切り取ってお送りください。（概要版リーフレットのハガキを使用する場合は、切手不

要。当日消印有効。） 

③ＦＡＸ 

045-550-3916 

④電子メール 

mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp 

メールの件名には「公園禁煙化意見」と書いてください 

（※電話によるご意見は受け付けておりません。） 

⑤持参 

  受付時間 ８時 45分から 17時まで 
 

区 連 会 ４ 月 定 例 会 資 料 
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みどり環境局公園緑地管理課 
担当 関本、井上、入本 
電話 045-671-2642 /FAX 045-550-3916 
メール mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp 



横浜市の公園を
禁煙にすることについて
みなさんのご意見をお聞かせください

意見募集期間: 令和6年4月18日（木）から令和6年5月31日（金）まで

横浜市の公園を禁煙にすることについて
ご意見をお聞かせください。

応募方法

お問合せ

みどり環境局 公園緑地管理課　
電話番号: 045-671-2642

注意事項

料金受取人払郵便

差出有効期間
令和6年5月
31日まで
（切手不要）

郵便はがき

横浜港局
承認

横浜市中区本町6丁目50番地の10

みどり環境局 公園緑地管理課  行

属性等をご記入ください

□ ～９歳 □ 10歳代 □ 20歳代
□ 30歳代 □ 40歳代 □ 50歳代
□ 60歳代 □ 70歳代 □ 80歳代～

【属性】

【年代】

※その他（事業者等）とお答えの方は年代のご記入は不要です。

募集締切  令和6年5月31日（金）まで

【住所】□横浜市＿＿＿＿＿区　□横浜市外

【公園の利用頻度】
□ 週１回以上　□ 週1回未満～月１回以上
□ 月1回未満～年1回以上　□ 年1回未満

※その他（事業者等）とお答えの方は利用頻度のご記入は不要です。

２３１ ８７９０
0 0 5

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、
子どもたちが安全に安心して遊べる環境を確保するため、
横浜市公園条例の中に、公園における禁止行為とし
て、「喫煙」を追加することを、
公園における受動喫煙対策の方向性として取りまとめました。

□個人(住民) □その他（事業者等）

次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。
①はがき（左のはがきを切り取り、ご使用ください。）
（切手不要  当日消印有効）
②FAX: 045-550-3916　みどり環境局公園緑地管理課あて
③電子メール: ｍｋ-koenkanri@city.yokohama.lg.jp
④持参: 受付時間　8時45分から17時まで
⑤インターネット入力フォーム
スマートフォンで回答される方は下記QRコードからアクセスできます。
パソコンで回答される方は、下記よりアクセスください。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/pro
cedures/apply/b56497b8-4650-4df5-adce-124b111fffed/start

・ご意見への個別の回答は行いません。また、ご意見を正確に把握す
る必要があるため、電話でのご意見の受付はいたしません。
・ご意見の提出に伴い取得した個人情報は「横浜市個人情報の保護
に関する条例」に従い適正に管理し、ご意見の内容に不明な点が
あった場合等の連絡・確認の目的に限って利用します。

『公園のまち ヨコハマ』
　横浜には地域に身近な公園から大規模な公園まで、約2,700か所もの多彩な公園があり、特に、子
育て世代も多く集う身近な公園の数は、政令市のなかで全国一位の数となっています。横浜市では、
「公園のまち　ヨコハマ」として、市民の皆様に公園をより一層ご利用いただけるよう、インクルーシブな
公園づくりやこどもログハウスのリノベーション、受動喫煙対策などの子育て環境の充実や、地域の活
性化につながる集客イベントの実施など様々な取組を進めていきます。

▲こどもログハウスのリノベーション▲インクルーシブな公園づくり▲集客イベントによる賑わいの創出

ご意見は
こちらから

切り取り

このハガキは使用できません



切り取り

回答欄
募集締切　令和６年５月31日（金）まで

1 これまでの経過 3 横浜市公園条例改正の考え方

２ 受動喫煙対策のため、公園内喫煙禁止を条例で明記することが必要な理由

（1）アンケート調査（令和５年７月から８月）の結果概要

・「公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことがあるか」の問いについては、「よくある」、「たまにあ
る」を選択したのが、ｅアンケートでは約６割、子育て世代では約８割、公園愛護会では約５割となりました。

・「公園内での喫煙について、どのようなことが迷惑と感じたか」の問いについては、eアンケートと子育て
世代では「たばこの煙やにおい」と「吸い殻のポイ捨て」が、公園愛護会では「吸い殻のポイ捨て」が、
特に多く選択されました。　

・「自由意見」では、公園で何らかの受動喫煙対策を求める意見が多く寄せられました。

（2）一部公園での禁煙の試行実施（令和５年10月から11月）の結果概要

ア 禁煙の試行結果

・駅前に立地する藤が丘駅前公園や天王町駅前公園では、一定数の喫煙がありました。

・天王町駅前公園では、試行中の喫煙者の数が大幅に減少しました。禁煙を周知した効果が一定程度あ
ったものと推察されます。

イ現地アンケート調査結果

・「公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことがあるか」の問いについて、　「よくある」、「たまに
ある」の回答割合が高かったのは、藤が丘駅前公園で５割を超える結果となりました。

・従前から喫煙者が少ないこども自然公園では「ほとんどない」、「ない」の回答割合が８割を超える結果
となりました。

・「自由意見」では、公園で何らかの受動喫煙対策を求める意見が多く寄せられました。

横浜市公園条例を改正し、市立公園内において禁止する行為として「喫煙」を加えます。

・アンケートの結果から多くの方が公園で何らかの受動喫煙対策を求めていること。

・駅前に立地する公園では、一定数の喫煙がありましたが、試行中に喫煙者の数が大幅に減少した公園も
あり、禁煙を周知した効果が一定程度あったものと推察されること。

・改正健康増進法では特定施設以外の屋外については喫煙者の周囲への配慮義務までしかなく、実効性
が担保できないこと。

・条例で、禁止事項として喫煙を明文化することで、分かりやすい形で周知、誘導できること。

（行為の禁止）
第５条　何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第５条第１項、
法第６条第１項若しくは第３項、第６条第１項本文若しくは第２項本文又は第７条第２項の規定に基
づく許可に係るものについては、この限りでない。

（1） 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
（2） 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
（3） ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
（4） 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
（5） 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
（6） 公園に居住すること。
（7） 工作物を設けること。
（8） 土石、木材等の物件をたい積すること。
（9） 広告物を掲げ、又は散布すること。
（10） 喫煙（健康増進法（平成14年法律第103号）第28条第２号に規定する喫煙をいう。）をすること。
（11） 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
（12） 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

▲試行中の公園の様子

※公園で許可なく禁止行為を行った場合には５万円以下の過料に処される対象になります。

横浜市の公園を禁煙とすることとし、横浜市公園条例の禁止
行為に喫煙を加えることについてご意見をお聞かせください。

▲ 試行中のアンケート調査の様子 ▲



初期消火器具設置費用の一部補助について 
 
１ 事業の趣旨 

  消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の

一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 申請要件 

  下記３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。 

(1)  地域に消火栓がある。 

(2)  家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大の恐れがある。 

(3)  定期的に訓練を実施できる。 

 

３ 申請方法 

 (1)  受付期間：令和６年４月１日（月）～９月 30日（月） 

 (2)  申請方法：申請書に必要事項を記入の上、最寄りの消防署に御提出をお願い致します。 

 ※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロード、または最寄りの消防署でお渡ししま 

す。 

 

                          「横浜市 初期消火器具」で検索 

４ 補助の対象経費 

 (1)  初期消火器具の新規設置及び器材全ての更新設置の場合 

   初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１件あたり

20万円を上限とします。 

 (2)  初期消火器具の一部更新設置の場合 

   消防用ホースなど器材の一部の更新や、自治会町内会が所有している初期消火箱の新

たな器材（スタンドパイプ・台車）への更新経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、

１件あたり７万円を上限とします。 

 

５ その他 

申請要件や書類等のお問い合わせは、都筑消防署総務・予防課予防係担当者までご連絡く

ださい。 

 

 

区連会 4 月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 9 日 
都 筑 消 防 署 

都筑消防署総務・予防課予防係 
担当 田中、川波 
電話/FAX 045-945‐0119  

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパイ

プ式初期消火器具（可搬式）の２種類があり、消防車が進入

できない道路狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火栓

にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行うことがで

きる消火器具です。特にスタンドパイプ式初期消火器具は機

動性に優れ、容易に取り扱うことができます。 
初期消火箱（固定式） スタンドパイプ式 

初期消火器具(可搬式) 



 
自治会町内会館整備について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  令和７年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費

100 万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和７年度予算編成に向けた事前申

出を募集します。なお、予算には上限がありますので、予算の範囲内で対象となる自治会町

内会を決定する予定です。 
  

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

 ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

（地区連合町内会館も対象となります） 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、ご検討ください。 

      ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

 

３ 制度について 

 （１）制度概要 

別添のパンフレット『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』をご参照く

ださい。制度の詳細は、横浜市ホームページにも掲載しております。以下の二次元バー

コードよりアクセスください。 

 （２）令和６年度の変更点 

   ・補助上限額の引上げ 

 近年の物価高騰等の影響を踏まえ、補助上限額を見直しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補助金の「前金払い」制度を創設 

  より活用しやすい補助制度とするため、補助金の前金払いを可能としました。 

 

 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

現行制度 引上げ後

補助限度額 補助限度額

1/2
99,000円/㎡
かつ　1,200万円

125,000円/㎡
かつ　1,500万円

特殊基礎工事 1/2 300万円 300万円

エレベータ設置工事費 1/2 300万円 300万円

1/2 500万円 630万円

1/2 300万円 380万円

1/2 200万円 250万円

耐震補強工事

修繕

補助率整備の種類

新築・購入

増築



４ 事前申出の提出 

【申込方法】各区役所地域振興課へ必要書類を提出 

      必要書類については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

  【申込期限】区役所の指定する日（令和６年７月頃の予定） 

 

 

 

 

※令和７年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるのは、 
令和７年３月末頃の予定です。 

 

５ その他 

（１）風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関

わらず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

（２）公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、みどり環境局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

（３）自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（LED照明器具や省エネエアコンなどの整備導

入における補助制度）とは別事業になります。 

 

 

 

 

 

 

 
（都筑区会館整備事前連絡先） 

都筑区地域振興課  電話 948-2231 

 
 
  
 
 
 

市民局地域活動推進課 
担当 松永、石栗、髙橋、渡邉 
電話045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.jp 

【都筑区締切】 
事 前 連 絡 期 限：令和６年７月５日（金） 
必要書類提出期限：令和６年７月 26日（金） 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。自治会町内会館脱炭素化推進事業補

助金とは異なる制度ですのでご注意ください。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2分の 1 1㎡当たり

125,000円 

かつ 

1,500万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2分の 1  300万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2分の 1  300万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2分の 1  630万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2分の 1  380万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2分の 1  250万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和６年４月 

                        

 



 

〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度

に外構工事に要する経費の 2分の 1を補助します。（新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 250万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
 (1) 整備予定時期の前年度７月頃までに、事前の申出が必要です。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助

の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更
部分の工事の着工前にご相談ください。 

※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 
 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき所

定の手続きを行い、工事請負業者への代金支払い後、補助金の支払いを行います。 
なお、工事請負業者への支払いよりも前に補助金を受領する必要がある場合には、前金払

いを選択することができます。交付申請の際にお申し出ください。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 

 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この
場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 

 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき  

 

 



 

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び耐震補強工事のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10年 
 

 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１３ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金における訪問アドバイザー派遣及び 

補助対象となる会館の拡大ついて【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  ３月１日から申請受付を開始した自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金において、省エ

ネ設備の導入検討の際に、建築士が会館に訪問し、設備の導入方法や工事に関するご相談を

お受けしています。是非ご活用ください。 
  また、マンションなどの集合住宅における集会施設（会館として利用している場合）につ

いても補助対象となるよう対象を拡大しましたので、お知らせします。 
 
 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

      是非、当補助金の活用をご検討ください。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 
定例会等で情報提供の上、是非、当補助金の活用をご検討ください。 
 
 

３ 建築士による訪問アドバイザー派遣の概要 

  省エネ設備（断熱窓や太陽光発電設備等）の導入に関して、どのような設備・工事が必要

かなど、建築士が会館等を訪問し、ご相談をお受けします（予約制、無料）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 補助対象となる会館の拡大 

  自治会町内会館の実態を踏まえ、多くの団体に補助制度をご利用いただけるよう、例えば、

マンションの自治会でそのマンションの集会施設を会館として利用している場合も、補助

対象としました。 

【裏面に続きます】 

 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

【訪問アドバイザー派遣 事前連絡先】 

一般社団法人 横浜市建築士事務所協会 

電  話：０４５－６６２－２７１１ 

受付時間：平日 9:00～12:00／13:00～16:30  

 

※訪問する建築士は、横浜市が契約をしている事業者です。現地訪問は、調整の上、土・

日曜日、祝日も可能 

※事前の調整なしに、横浜市の派遣により事業者が訪問することはありません。 

※補助金の申請方法や提出書類に関するお問合せは、連絡先が異なります。横浜市住宅供

給公社（045-451-7740）へお願いします。 

 



【補助対象】 
① 町内会等が所有する会館 
② 会館を自己所有していない場合でも、町内会等が会館を借用等し、設備導入費の負担及び電

気料金の継続的な支払いを行っている場合 
③ 今回拡大 マンションなどの集会施設を、町内会等が活動の拠点（会館）として利用し、その

集会施設の管理団体（マンション管理組合等）と合同で補助申請する場合(※) 
  ※詳しい要件は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご確認く

ださい。 

 

 

【自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の概要】 

・活動の拠点である自治会町内会館等に、省エネ設備等の導入に必要な経費の一部を補助 

・申請期間：令和６年３月１日（金）～９月 30日（月） 

・補助率・補助上限額 

補助メニュー 補助率 補助上限額 

LED照明器具 ※1 ２／３ 60万円 

省エネエアコン ２／３ 130万円 

断熱窓など 

太陽光発電設備 

蓄電池 

２／３ 200万円※2 

 

 

詳細は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

また、横浜市 Webページでは、申請様式もダウンロードできます。 

       横浜市 会館脱炭素  検索 

 

 

 
 

市民局地域支援部地域活動推進課 
担当 松永、高橋、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
Eメール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

※２ いずれかの実施も可。 

（ただし、蓄電池は太陽光発電設備との併

用に限る） 

 

 

【補助対象などに関するお問合せ・申請窓口】 

横浜市住宅供給公社 （事務委託先） 

電  話：０４５－４５１－７７４０ 

受付時間：平日 9:00～17:00  

(市WEBページ) 

※１ 電球形ＬＥＤランプのみの交換も対象 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

補助金の申請手続きなど 問合せ先 

（委託先） 横浜市住宅供給公社 

０４５－４５１－７７４０ ［受付時間：平日 9：00～17：00］ 

 担当 横浜市市民局地域活動推進課 

 お気軽にご相談ください 

費用：無料 （横浜市委託事業） 

会館への訪問は、土・日・祝日も可能 

［事前連絡先］ 

（委託先）横浜市建築士事務所協会 

０４５－662－２７１１ 

 ［受付時間：平日 9：00～12：00／13：00～16：30］ 

建築士が、会館を訪問し、 

ご相談を伺います 

太陽光発電設備・蓄電池 

 

LED 照明器具 

 

エアコン 

 

断熱窓など 

 

［横浜市 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金］ 

 

 

補助対象について 

聞きたい！ 

申請方法がわからない… 

は、こちらへ 

【相談できる内容】 

設備導入の際の工事内容、 

付帯工事の有無、注意点 

など 

導入費用の 2/3 を補助します 



 

 

 

 

 

 電球形 LED ランプのみの交換も、対象です 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ、本補助金のご活用をご検討ください 

詳しくは、 横浜市 会館脱炭素   検 索 

 

 

 

マンションの自治会でも、ご利用できます 

補助対象となる会館の要件(今回拡大部分) 

集合住宅、団地などの集会施設（例：マンション集会室）でも 

自治会が 

活動の拠点（会館） 

として利用 

＋ 
マンション等の住民（自治会の会員）で構成する 

管理団体（マンション管理組合など）と 

合同で補助申請する場合 

 ※申請の際、自治会町内会と施設管理団体（マンション管理組合など）の設備導入に関する意思決定や、 

会館としての利用状況などを確認します。 

●詳細は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

例えば、 

マンション管理組合が管理する集会室でも、 

自治会が、自治会館として利用しており、その自治会とマンション管理組合

の合同の申請をいただいた場合、補助対象とするよう対象を拡大しました。 

 

直管型や環形のランプのみ 

の交換は補助対象外 

※器具ごと交換する場合は 

補助対象となります 

募集案内はこちら 



 
自治会町内会加入促進用リーフレットについて【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

 子育て世代を主に対象とした自治会町内会加入促進リーフレットを作成しました。 
児童が興味を持てるような内容とし、子育て世代の皆様が手に取って読んでいただける

ような内容となっています。各自治会町内会におかれては、加入促進にご活用いただきます

ようお願いします。 
 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。加入促進にご活用ください。 

 

３ リーフレットの概要 

（１）リーフレット名 

   「シール付き 自治会町内会はどんなとこ？」 

（２）仕様、デザイン 

   大きさ：Ａ４三つ折り 

下記写真のとおり 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ その他 

各区地域振興課にて在庫を用意しますので、ご利用の際は区役所あてご連絡ください。 
（時期により在庫分がなくお待ちいただく場合がありますが、ご了承いただきますよう

お願いします。） 
 

 

区 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 9 日 
横 浜 市 町 内 会 連 合 会 事 務 局 
（横浜市市民局地域活動推進課） 

横浜市町内会連合会事務局 
（横浜市市民局地域活動推進課） 
担当 川口、渡邉 
電話 045-671-2317/FAX 045-664-0734 
sh-jichikai@city.yokohama.jp  







令和５年度 家庭ごみ収集量の実績（速報値）について 

 

１ 家庭ごみ収集量 

家庭ごみ収集量 

 
燃やすごみ 

缶・びん・ 

ペットボトル 

プラスチック製

容器包装 

令和５年度 515,437トン 53,258トン 50,256トン  

令和４年度 534,545トン 54,897トン 52,107トン  

増減 
▲19,108トン  

(▲3.6％) 

▲1,639トン  

(▲3.0％) 

▲1,852トン  

(▲3.6％) 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長・地区連長】ご承知おきください。 

 

３ 令和６年度に向けて 

  日頃から、ごみの減量・リサイクルの推進にご協力いただき、ありがとうご

ざいます。 

 横浜市役所では、市民の皆様が日常生活を安心して送ることができるよう、

引き続き着実にごみの収集・運搬・処理・処分を実施してまいります。 

 また、令和６年１月に新たな一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ プラ 5.3（ご

み）計画」を策定しました。計画に基づきプラスチックごみの分別・リサイク

ル拡大を、令和６年 10月に 9区で、令和 7年 4月からは全 18区で実施します。 

実施に向けて市民の皆様が新たな分別ルールに取り組んでもらえるよう説明会

を実施していきます。 

  ごみに関してお困りごとがありましたら、お近くの収集事務所までご相談く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：資源循環局政策調整課 

電 話：6 7 1 - 2 5 0 3 

Ｆ Ａ Ｘ：5 5 0 - 4 2 3 9 

Ｅメール：sj-seisaku@city.yokohama.jp  

市連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 

資 源 循 環 局 政 策 調 整 課 
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都筑区自治会町内会 

会長 

総務課長 

 

緊急時情報伝達システムの運用に伴う連絡先登録・変更・削除の依頼について 

 

 

日ごろから、本市並びに都筑区の災害対策について御理解と御支援を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

都筑区では、災害発生時に防災に関する情報やその他伝達すべき情報につい

て、自治会町内会長等に提供するとともに、会長等からの情報を迅速に集約す

ることを目的に、「緊急時情報伝達システム」を平成 28年度に導入しました。 

現在、主に連合町内会自治会会長及び自治会町内会会長に電話番号を御登録

いただいておりますが、新規登録や、会長の交代等による登録者の変更などご

ざいましたら、別添様式の御提出をお願いいたします。 

 

１ システムの特徴 

(1)一斉伝達 

ア 身近な情報伝達手段である「電話」を活用して、メールやインター 

ネットを利用しない方にも一斉に情報を伝達します。 

イ 特別な機器や操作は不要です。（固定電話、携帯電話） 

ウ 区本部（区総務課）から、御登録いただいた電話に自動音声（※）に 

より情報を伝達します。 

※自動音声イメージは、資料 1参照 

(2)一斉集約 

 区本部（区総務課）では、発信後の受信状況や、プッシュボタンを活 

用して得た受信者からの情報を把握、集約します。 

(3)その他 

    登録者は電話に出ることができなかった場合、システムの番号に電話 

を掛け直すと、発信された情報を聞くことができます。 

なお、掛け直すことによる通話料は発生しません。 

区連会４月定例会説明資料 

令和６年４月 19日 

都筑区総務課 



 
 

① 

② 

システムから会長等へ

防災情報を一斉送信 

情報を 

自動音声で伝達 

 

③ 
該当番号を電話機 

のプッシュボタン 

で確認 ④ 

 
システムが各会長等

からの応答を集約 

２ システムにより伝達（集約）する情報 

種別 情報伝達（集約）する内容 

避難に関する情報 高齢者等避難、避難指示、避難所開設の情報 

その他 自治会町内会長へ直接伝達すべき情報 

 

３ システムの概要 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 電話に出ることができなかった場合 

 システムの番号に電話を掛け直すと、発信された情報を聞くことがで  

きます。 

 

４ 登録者（受信者）の対応について 

登録者が、システムにより得られた情報を自治会町内会員等に周知する 

ことについては任意とします。 

 

 

 

資料１ 

 

大雨の発生 

都筑区役所 

受信者（会長等） 

＜例＞ 
・避難に関する情報 
・その他 
 
内容を確認した場合、１番 
もう一度聞く場合は、２番 

担当 都筑区役所総務課 兼重、野崎 

電話 ９４８－２２１２ 

F A X ９４８－２２０８ 

メール tz-bousai@city.yokohama.jp 



 
 

 

 

緊急時情報伝達システム 自動音声イメージ 

（事象） 土砂災害警戒情報に伴う避難指示（即時避難）の場合 

オープニング 「こちらは都筑区役所です。」 

着信確認 「まずはじめに、♯（シャープ）を押してください。」 

メイン 

「 横浜市北部に土砂災害警戒情報が発表されたため、令和○年

○月○日○時○分、都筑区○○町の一部、○○町の一部に避難

指示を発令しました。 

 

なお避難場所として、○○小学校と○○小学校を開設してい 

ます。 

 

引き続き、今後の気象情報に注意してください。」 

内容確認 「内容を確認できた方は１を押してください。」 

エンディング 「以上、都筑区役所からのお知らせでした。」 

 

資料 １ 



 

緊急時情報伝達システム 電話番号登録・変更・削除届  
 

 

  年  月   日 

 

○個人情報の取扱い  

「都筑区緊急時情報伝達システム」の登録により収集しました電話番号等の個人

情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定に従い適正に管理し、当該

システムの利用目的に限って利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

連合町内会自治会名 
 

自治会町内会名 
 

役職 
 

氏 名  

（変更の場合は、前任者の氏名もご記載ください。）  
 

自宅・ 携帯電話 

※お電話の繋がりやすい番号をご記

入ください。 

 

備考 

 

担当 都筑区役所総務課 兼重・野崎 

電話 ９４８－２２１２ 

F A X ９４８－２２０８ 

メール tz-bousai@city.yokohama.jp 

別添様式 

登録：新規登録を行う場合（変更の場合を除く） 

変更：前会長等が登録しており、役員の交代等により登録者の変更を行う場合 

削除：登録を削除する場合 



記入例 

緊急時情報伝達システム 電話番号登録・変更・削除届 
 

 

年 月 日 

 

○個人情報の取扱い  

「都筑区緊急時情報伝達システム」の登録により収集しました電話番号等の個人

情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定に従い適正に管理し、当該

システムの利用目的に限って利用します。 

 

 

 

 

連合町内会自治会名 横浜市役所連合町内会 

自治会町内会名 都筑区役所総務課自治会 

役職 自治会長 

氏 名 都筑 太郎 

（変更の場合は、前任者の氏名もご記載ください。） 前任者：都筑 花子（自治会の防災担当）  

自宅・ 携帯電話 

※お電話の繋がりやすい番号を

ご記入ください。 

０９０－○○○－○○○○ 

備考 

 

担当 都筑区役所総務課 兼重・野崎 

電話 ９４８－２２１２ 

F A X ９４８－２２０８ 

メール tz-bousai@city.yokohama.jp 

登録：新規登録を行う場合（変更の場合を除く） 

変更：前会長等が登録しており、役員の交代等により登録者の変更を行う場合 

削除：登録を削除する場合 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意事項 

緊急時情報伝達システム

 

午前 10 時 00 分 

受伝達訓練のお知らせ 

訓練の際には、下記の２つの電話番号のうち、いずれかの番号から発信しますので、メッ

セージを確認した上で御回答ください。 

なお、回答できなかった方は、着信履歴の番号に折り返し発信していただき御回答くださ

い。 

 

区連会４月定例会説明資料 

令和６年４月 19 日 

都筑区総務課 

災害時等に迅速かつ的確な情報の受伝達を行うための、緊急時情報伝達システムによる 

受伝達訓練を次の日程で行います。 

対象：登録者 169 名（令和６年４月１日現在） 

非通知設定をされている方は上記番号の前に「１８６」を付けて発信してください。 

電話 050-3187-7700 または 050-3187-8780 

対応手順 

  

令和６年６月７日（金） 

事前に御登録いただいた電話番号に情報が配信されますので、音声メッセージを確認の上

プッシュボタンで御回答ください。 

 

担当 都筑区役所総務課 

   兼重、野崎 

電話 948-2212 

F A X 948-2208 

連合町内会自治会長・自治会町内会長様 

システム登録者様 

 



都筑区災害時要援護者支援事業補助金 

令和６年度申請及び令和５年度精算のご案内について 

都筑区では、災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」について、各地区の取組を支援

するため、補助金を交付しております。 

 つきましては、令和６年度に事業を実施する地区からの補助金の申請及び、令和５年度に

交付した補助金の精算についてご案内いたします。 

１ 令和６年度補助金の申請について 

  令和６年度の補助金を申請される地区につきましては、次のとおり申請手続きをお願い

いたします。 

(1) 申請書提出期限

令和６年６月 2 8日（金）

(2) 提出先

都筑区役所福祉保健課事業企画担当 （tz-tifuku@city.yokohama.jp）

(3) 提出書類

ア 都筑区災害時要援護者支援事業補助金交付申請書（第１号様式）

イ 都筑区災害時要援護者支援事業計画書（第２号様式）

ウ 都筑区災害時要援護者支援事業収支予算書（第３号様式）

エ 団体の規約、定款等（昨年度すでにご提出していただいている場合で、変更がなけれ

ば提出の必要はありません。） 

オ 団体の収支予算に関する書類

(4) 補助金交付決定後の手続き（提出書類）

ア 都筑区災害時要援護者支援事業補助金交付決定通知書（補助金交付決定時に都筑区役

所より発行）の写し 

イ 都筑区災害時要援護者支援事業補助金交付請求書（第６号様式）

２ 令和５年度補助金の精算について 

  令和５年度に補助金を申請した地区につきましては、次のとおり精算手続きをお願いい

たします。 

(1) 精算書提出期限

令和６年５月 10日（金）

(2) 提出先

都筑区役所福祉保健課事業企画担当 （tz-tifuku@city.yokohama.jp）

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 9 日 

都 筑 区 福 祉 保 健 課 

mailto:tz-tifuku@city.yokohama.jp
mailto:tz-tifuku@city.yokohama.jp


(3) 提出方法 

Ｅメール、ご持参または郵送でご提出ください。 

※不備等ございましたら、ご連絡させていただく場合があります。 

(3) 提出書類 

ア 都筑区災害時要援護者支援事業実績報告書（第７号様式） 

イ 都筑区災害時要援護者支援事業収支決算書（第８号様式） 

ウ 支出に関する領収書及び経費支出を証する書類又はその写し 

※ただし、１件の金額が 10万円未満のものに係る領収書は、その提出を省略すること 

ができます。 

 

３ その他  

提出に必要な各様式について、次ページ以降に添付しておりますのでご覧ください。 

なお、区 HPに Wordデータを掲載していますので、適宜ダウンロードのうえご活用お願 

いします。 

  

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：福祉保健課事業企画担当 

担 当：鈴野、中川 

T E L：948-2345 

F A X：948-2354 

E m a i l：tz-tifuku@city.yokohama.jp 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kai

go/chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html


（第１号様式）  

  年   月   日  

都筑区長  

申請者  住  所  

団体名  

 会  長  

（問い合わせ先）担当者  

 電  話  

都筑区災害時要援護者支援事業補助金交付申請書  

 都筑区災害時要援護者支援事業補助金の交付を受けたいので、関係書

類を添えて次のとおり申請します。

１  交付申請額  

  ￥  

２  添付書類  

(1) 都筑区災害時要援護者支援事業計画書（第２号様式）

(2) 都筑区災害時要援護者支援事業収支予算書（第３号様式）

(3) 団体の規約、定款その他これらに類する書類

(4) 団体の収支予算に関する書類

※ この書類及び添付書類は、補助金の交付が決定した場合、横浜市市民

協働条例第７条の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりませ

ん。



（第２号様式）  

都筑区災害時要援護者支援事業計画書  

１  

事業の  

ねらい・目標  

２  

今年度の  

活動内容  

□ 要援護者の把握に関する活動

□ 要援護者の訪問に関する活動

□ 要援護者の安否確認や避難誘導訓練等に関する

活動  

□ 要援護者支援事業の広報などの事業実施に関す

る事務  

※当てはまる活動にチェックしてください。

３  

今年度の活動の  

日程・内容の詳

細  

４  

備 考  

※ その他、活動内容がわかる資料などがあれば添付してください。



（第３号様式）  

都筑区災害時要援護者支援事業収支予算書  

  収入合計  ￥  

  支出合計  ￥  

１  収入の部  

項   目  金   額  

・市補助金

・  

・  

円  

円  

円  

合   計  円  

２  支出の部  

項   目  説明  金   額  

要 援 護 者 の 把

握 に 関 す る 経

費  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

要 援 護 者 の 訪

問 に 関 す る 経

費  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

要 援 護 者 の 安

否 確 認 や 避 難

誘 導 訓 練 等 に

関する経費  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

要 援 護 者 支 援

事 業 の 広 報 な

ど の 事 業 実 施

に関する経費  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

円  

円  

円  

その他  

（自主事業）  
・  

円  

合計  円  

※それぞれの説明の項目に具体的な内容を記入してください。



（第６号様式）  

  年  月  日 

都筑区長 

申請者  住  所  

団体名  

 会  長  

（問い合わせ先）担当者  

 電  話  

都筑区災害時要援護者支援事業補助金交付請求書  

年   月   日都筑福第  号により決定通知のありました

都筑区災害時要援護者支援事業補助金を次のとおり請求します。  

請求額 円 

上記請求に係る補助金は、下記の口座に振込みをしてください。 

金融機関名 支店 

種 別 普 通 ・ 当 座 口座番号 

口

座

名

義 

フリガナ

氏 名 

※振込先が代表者以外の口座の場合は、下記の委任状欄も記入してくだ

さい。

  委任状  

委任者   住  所   

氏  名   印  

私は下記の者を代理人と定め受領の権限を委任します。  

受任者   住  所   

氏  名   印  



（第７号様式）  

  年  月  日 

都筑区長 

申請者  住  所  

団体名  

 会  長  

（問い合わせ先）担当者  

 電  話  

都筑区災害時要援護者支援事業実績報告書  

年  月  日都筑福第    号で交付決定の通知を受けた、都筑区

災害時要援護者支援事業補助金の対象事業の実績について、関係書類を添え

て次のとおり報告します。 

事業名（名称） 実施年月日 参加者数 主な内容等 



（第８号様式）  

都筑区災害時要援護者支援事業収支決算書  

  収入合計  ￥  

  支出合計  ￥  

１  収入の部  

項   目  金  額  

・市補助金

・  

・  

円  

円  

円  

合   計  円  

２  支出の部  

項   目  説明  金   額  

要 援 護 者 の 把

握 に 関 す る 経

費  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

要 援 護 者 の 訪

問 に 関 す る 経

費  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

要 援 護 者 の 安

否 確 認 や 避 難

誘 導 訓 練 等 に

関する経費  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

要 援 護 者 支 援

事 業 の 広 報 な

ど の 事 業 実 施

に関する経費  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

円  

円  

円  

円  

円  

円  

その他  

（自主事業）  
・  

円  

合計  円  

※１件の支出が 10 万円以上の場合は、支出に関する領収書及び経費支

出を証する書類又はその写しを添付してください。



都筑区災害時要援護者支援事業補助金交付要綱  

 

制   定  平成 20 年６月 23 日都 筑 福 第 1 2 2 6 号 （ 区 長 決 裁 ）  

最 近 改 正  令 和 ４ 年 ５ 月 1 8 日都 筑 福 第 1 1 9 号 （ 区 長 決 裁 ）  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、「 都 筑 区 地 域 福 祉 保 健 計 画 」の 基 本 理 念 と 目 標

に 基 づ き 、高 齢 者 や 障 害 者 な ど 、災 害 時 に 避 難 が 困 難 と 予 想 さ れ

る 者（ 以 下「 要 援 護 者 」と い う 。）に 対 し て 、地 域 の 自 主 的 な 支 援

活 動 を 行 う 団 体 に 、そ の 活 動 費 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 、地

域 の 要 援 護 者 を 含 め た 防 災 力 強 化 や 支 え あ い の 仕 組 み づ く り を

行 う こ と（ 以 下「 災 害 時 要 援 護 者 支 援 活 動 」と い う 。）を 目 的 と す

る 。  

２  都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 に 関 す る 補 助 金 の 交 付 に つ い

て は 、横 浜 市 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則（ 平 成 17 年 11 月 横 浜

市 規 則 第 139 号 。以 下「 補 助 金 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ

か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 補 助 対 象 ）  

第 ２ 条  補 助 対 象 は 、都 筑 区 内 の 地 区 連 合 町 内 会 自 治 会 の う ち 、災

害 時 要 援 護 者 支 援 活 動 に 取 組 む 団 体 と す る 。  

  

（ 交 付 方 法 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に 基 づ く 補 助 金 は 、予 算 の 範 囲 内 で 交 付 す る も の

と す る 。  

 

（ 交 付 基 準 ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 に 掲 げ た 団 体 に 対 す る 補 助 金 は 、当 該 団 体 が ４ 月 １

日 か ら 翌 年 ３ 月 3 1 日 ま で の 間 に 行 う 活 動 を 対 象 と し 、 交 付 基 準

は 、 別 表 の と お り と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 は 、同 一 の 団 体 に １ 会 計 年 度 あ た り １ 回 を 限 度 と

す る 。  

 

（ 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  補 助 金 規 則 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 市 長 が 定 め る 補 助

金 交 付 申 請 書 の 提 出 期 日 は 、原 則 、 毎 年 ５ 月 の 末 日 と す る 。た だ

し 、都 筑 区 長（ 以 下「 区 長 」と い う 。）が 必 要 と 認 め る 場 合 に は 提

出 期 日 を 延 長 す る こ と が で き る 。  



２  補 助 金 規 則 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ

う と す る 団 体 が 提 出 す る 書 類 は 、都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業

補 助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 。 以 下「 補 助 金 交 付 申 請 書 」と い

う 。） を 用 い な け れ ば な ら な い 。  

３  補 助 金 規 則 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 必 要 と さ れ る 補 助 金 交

付 申 請 書 へ の 添 付 書 類 は 、 次 の 各 号 に 関 す る 書 類 と す る 。  

(1) 都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 計 画 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

(2) 都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 収 支 予 算 書 （ 第 ３ 号 様 式 ）  

(3) 申 請 団 体 の 規 約 、 定 款 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

(4) 申 請 団 体 の 収 支 予 算 に 関 す る 書 類  

 

 （ 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  区 長 は 、前 条 の 規 定 に 基 づ く 交 付 申 請 が あ っ た 場 合 は 、そ

の 内 容 の 審 査 を 速 や か に 行 い 、補 助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 を 決 定 す

る も の と す る 。  

 

（ 交 付 決 定 通 知 ）  

第 ７ 条  補 助 金 規 則 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 決 定 通 知 は 、都

筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書（ 第 ４ 号 様 式 ）

に よ り 行 う も の と す る 。  

２  補 助 金 規 則 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 を 交 付 し な い 旨

の 決 定 通 知 は 、都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定

通 知 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

  

（ 申 請 の 取 下 げ の 期 日 ）  

第 ８ 条  補 助 金 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 市 長 が 定 め る 補 助

金 交 付 申 請 の 取 下 げ の 期 日 は 、申 請 団 体 が 決 定 通 知 の 交 付 を 受 け

て か ら 20 日 後 の 日 と す る 。  

 

（ 補 助 金 交 付 の 請 求 ）  

第 ９ 条  補 助 金 規 則 第 18 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 請

求 は 、都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書（ 第 ６ 号

様 式 ） に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 補 助 金 交 付 時 期 の 例 外 ）  

第 10 条  補 助 金 規 則 第 17 条 の 規 定 に よ り 市 長 が 補 助 事 業 の 完 了 前

に 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 交 付 す る こ と が で き る 場 合 は 、団 体 の

資 金 状 況 を 勘 案 し 、補 助 事 業 の 完 了 前 に 補 助 金 を 交 付 し な け れ ば 、



補 助 事 業 を 実 施 で き な い 場 合 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 を 交 付 す る 場 合 は 、 前 金 払 い と す る 。 

 

 

 （ 実 績 報 告 ）  

第 11 条  補 助 金 規 則 第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受

け た 団 体 が 区 長 へ の 報 告 に 用 い る 書 類 は 、都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者

支 援 事 業 実 績 報 告 書 （ 第 ７ 号 様 式 。 以 下 「 事 業 実 績 報 告 書 」と い

う 。） を 用 い な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 実 績 報 告 書 に は 、次 の 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば

な ら な い 。  

 (1) 都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 収 支 決 算 書 （ 第 ８ 号 様 式 ）  

 (2) 支 出 に 関 す る 領 収 書 及 び 経 費 支 出 を 証 す る 書 類 又 は そ の 写

し 。た だ し 、１ 件 の 金 額 が 100, 000 円 未 満 の も の に 係 る 領 収 書

は 、 そ の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 (3) そ の 他 区 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

（ 補 助 金 額 の 確 定 通 知 ）  

第 12 条  補 助 金 規 則 第 15 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 額 確 定 の 通 知 は 、

都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 補 助 金 額 確 定 通 知 書（ 第 ９ 号 様 式 ）

に よ り 行 う も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 額 の 返 還 ）  

第 13 条  補 助 金 規 則 第 20 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 返 還 の 請

求 は 、都 筑 区 災 害 時 要 援 護 者 支 援 事 業 補 助 金 返 還 請 求 書（ 第 10 号

様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

 

（ 関 係 書 類 の 保 存 期 間 ）  

第 14 条  補 助 金 規 則 第 26 条 の 規 定 に よ り 市 長 が 定 め る 関 係 書 類 の

保 存 期 間 は 、 ５ 年 と す る 。  

 

（ 書 類 の 閲 覧 ）  

第 15 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 団 体 及 び 区 長 は 、 横 浜 市 市 民 協 働

条 例 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 個 人 情 報 に 該 当 す る 部 分 を 除 い て 、

次 に 定 め る 書 類 又 は そ の 写 し を 一 般 の 閲 覧 に 供 し な け れ ば な ら

な い 。  

 

 



 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 団 体  区 長  

閲 覧  

場 所  

補 助 金 の 交 付 を 受 け た 団 体

の 事 務 所 又 は 指 定 す る 場 所  
都 筑 区 役 所 福 祉 保 健 課  

閲 覧  

時 間  

補 助 金 の 交 付 を 受 け た 団 体

が 指 定 す る 時 間  

月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 午

前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 00

分 ま で 。 た だ し 、 横 浜 市 の 休

日 を 定 め る 条 例（ 平 成 ３ 年 12

月 横 浜 市 条 例 第 54 号 ）で 規 定

す る 休 日 を 除 く 。  

閲 覧  

期 間  

第 ５ 条 第 ２ 項 、 第 ３ 項 に 規 定 す る 書 類 及 び 交 付 決 定 通 知 書

に あ っ て は 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 日 か ら 、第 11 条 第 １ 項 及 び

第 ２ 項 に 規 定 す る 書 類 に あ っ て は 当 該 書 類 を 区 長 に 提 出 し た

日 か ら そ れ ぞ れ ２ 年 間 と す る 。  

 

２  閲 覧 の 申 出 は 、閲 覧 に 供 す る も の に 閲 覧 票（ 第 11 号 様 式 ）を 提

出 す る こ と に よ り 行 う 。  

 

（ 委 任 ）  

第 16 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 区 長 が 定 め る も の と す る 。  

 

 

附   則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 20 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 21 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

（ 施 行 期 日 ）  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 24 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 25 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 26 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



（ 経 過 措 置 ）  

２  第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に つ い て は 、 平 成 24 年 度 以 降 に 新 規 に 申

請 を 行 っ た 団 体 及 び 平 成 25 年 度 末 時 点 で 未 申 請 の 団 体 の み 、 平 成

26 年 度 に 限 り 、 改 正 前 の 金 額 を 上 限 と す る 。  

 

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 28 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、現 に こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 規 定 に よ り

作 成 さ れ て い る 様 式 書 類 は 、な お 当 分 の 間 、適 宜 修 正 の う え 使 用 す

る こ と が で き る 。  

 

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 決 裁 完 了 日 か ら 施 行 す る 。  

 

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ５ 月 18 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 別 表 ）  

交 付 基 準 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

補 助 対 象  補 助 対 象 経 費  「 災 害 時 要 援 護 者 情

報 の 提 供 に 関 す る 協

定 」に 基 づ く 都 筑 区 か

ら の 要 援 護 者 情 報 の

提 供  

補 助 限 度 額  

都 筑 区 内

の 地 区 連

合 町 内 会

自 治 会 の

う ち 、災 害

時 要 援 護

者 支 援 活

動 に 取 組

む 団 体  

(1)要 援 護 者 の

把 握 活 動 に 関 す

る 経 費  

(2)要 援 護 者 の

訪 問 活 動 に 必 要

な 経 費  

(3)要 援 護 者 の

安 否 確 認 や 避 難

誘 導 を 目 的 と し

た 訓 練 等 に 関 す

る 経 費  

(4)広 報 な ど の

事 業 実 施 に 関 す

る 経 費  

(5) そ の 他 区 長

が 特 に 必 要 と 認

め た 経 費  

 

あ り（ 情 報 共 有 方 式 に

よ る 要 援 護 者 名 簿 の

提 供 ）  

15 万 円  

あ り（ 同 意 方 式 に よ る

要 援 護 者 名 簿 の 提 供 ） 

 

10 万 円  

な し  ７ 万 円  

 

 



佐藤 有さん、山口蒼士郎さん 中川中学校 男子ダブルス出場 

弦巻 佳夢さん  川和中学校  大回転/回転 36 位/19 位 
弦巻 魁良さん   〃   回転 65 位 
古川 愛子さん 〃   回転 68 位 神奈川県選抜チーム 高橋 璃登さん  川和中学校  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 日程 行事名 連絡先  日程 行事名 連絡先 

野 

球 

3 月～7 月 
 
3 月～5 月 
6 月～7 月 
8 月～12 月 
 
9 月～12 月 

区民軟式野球大会(春季) 
マスターズ春季大会 
春季少年野球大会 
夏季少年野球大会 
区民軟式野球大会(秋季) 
マスターズ秋季大会 
秋季少年野球大会 

野球協会 事務局 
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｼｮｯﾌﾟ ﾄｳﾀｸ 
TEL 045-948-5455 
少年野球連盟理事長 
志田 政明 
TEL 090-2400-2406 

卓
球 

9 月 12 日 
12 月 5 日 
3 月 13 日 

区民大会(仲町台個人戦) 
区民大会(仲町台個人戦) 
区民大会(仲町台個人戦) 

卓球協会 
事務局 武田 
TEL 045-595-0501 

 

5 月～6 月 
7 月 
7 月 

8 月～10 月 
11 月 

1 月～3 月 
3 月 

ワンデー･ミックスダブルス大会 

団体戦 
ジュニア大会 
ダブルス大会 
ワンデー・ミックスダブルス大会 

シングルス大会 
ジュニア大会 

テニス協会 
会長 新井 
協会ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
tudukittennis@ 
gmail.com 
協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
https://sites.go
ogle.com/view/tu
dukitennis/ 

剣 

道 

4 月上旬 
 

8 月下旬 
9 月上旬 

 
9 月 23 日 
10 月上旬 
11 月下旬 

 
12 月上旬 

 
1 月下旬 
3 月 21 日 
毎  月 

剣道形講習会及び剣道規則 
講習会(審判技術含む) 
小学生以下級審査 
木刀による剣道基本稽古法講習会 
剣道規則講習会(審判技術含む) 
都筑区剣道選手権大会 
中学生以上級審査会 
剣道形講習会及び剣道規則 
講習会(審判技術含む) 
木刀による剣道基本稽古法講習会 
剣道規則講習会(審判技術含む) 
中学生以上級審査会 
都筑区剣道大会 
合同稽古 

剣道連盟 
会長 城田 政春 
連絡先 林 
TEL 080-2264-5057 

 

4 月 
 

5 月～9 月 
 

6 月 
 

9 月～12 月 
10 月 

1 月～2 月 
2 月～3 月 

横浜 F.マリノス杯 
(横浜 18区選抜大会) 
都筑区区長杯争奪戦年) 
横浜 U11 選抜大会都筑区予選 
横浜市北部選抜大会(少年) 
若葉台カップ(都筑区選抜) 
都筑区会長杯争奪戦 
横浜市北部選抜大会(少女) 
日産スタジアム杯(少年少女) 
都筑区トレセン壮行大会 
卒部大会 

サッカ－連盟 
会長 小林 
TEL 045-941-3386 
 
少年 鈴木 
TEL 090-2630-5290 

 

4 月 13 日 
7 月 14 日 
5 月～12 月 
1 月 18 日 

審判研修会 
審判研修会 
リーグ戦 
睦月交流会 

バレーボール協会 
事務局 井上佳代子 
TEL 090-5791-4921 

 

4 月 
4 月～11 月 

6 月 
10 月 
10 月 
10 月 

春季連合大会 
都田荏田老連リーグ戦 
都筑区親善大会 
秋季連合大会 
４区親善大会 
都筑区親善大会 

ゲートボール連合 
会長 佐々木敏泰 
TEL 045-934-5093 

 

3 月～11 月 
 
 

6 月 
7 月 
11 月 

区民大会 
一般、壮年、シニア、 
スーパーシニアの部 

ＪＡ横浜青壮年部大会 
南部地区大会 
四区選手権大会 

ソフトボール協会 
会長兼理事長 岩岡 
TEL 090-3316-5446 
協会ホームページ 
http://tsa.nsnet.
ne.jp/soft/ 

 

７月 21 日 
11 月 17 日 
2 月 16 日 

区民大会 
区民大会 
区民大会 

インディアカ協会 
会長 加藤 正美 
TEL 090-3694-0987 

 

5 月 3 日 
11 月 10 日 
12 月 22 日 

区民大会(青葉スポーツセンター) 
区民大会(港北スポーツセンター) 
区民大会(港北スポーツセンター) 

バドミントン協会 
事務局 持増 
TEL 090-2677-3760 
協会ホームページ 
https://www.tsuzu
ki-badminton.org/ 

 
 

5 月～10 月 
11 月～3月 

前期大会 
後期大会 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 
理事長 久保 勝治 
TEL 045-943-9235 

 

望月 美希さん 茅ヶ崎中学校 少年女子B 100m 4位 

〃             〃       成年少年女子共通 4×100リレー 7位 

水澤 謙斗さん  茅ヶ崎中学校 男子150m 出場 
望月 美希さん       〃      女子100m 3位 

川村 勇仁さん 茅ヶ崎中学校 男子100m背泳ぎ 42位 
根岸空希さん 〃 女子200m/400m個人メドレー 2位/6位 
 〃 〃 女子4×100mフリーリレー 17位 
末谷 燦名さん 〃 〃  
塩澤 鼓さん 〃 〃 
名倉 碧乃さん  〃 〃 
 〃 〃 女子400m個人メドレー 25位 
妻木 唯凪さん 早渕中学校 女子200m自由形 8位 

令和6年度都筑区スポーツ協会行事予定表 

全国大会出場おめでとうございます。 

早渕中学校  29名 決勝17位 

第50回全国中学生テニス選手権大会 

第63回全国中学校水泳競技大会 

第12回日本中学校ダンス部選手権全国決勝大会 

水澤 謙斗さん 茅ヶ崎中学校 男子 100m 出場 
小鮒 翔さん 〃 男子 100m 出場 
望月 美希さん 〃 女子 100m ﾄﾗｲｱﾙﾚｰｽ 1 位 
 〃 〃 女子 4×100m ﾘﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙﾚｰｽ 2 位 
小林 あおいさん 〃 〃 
萩原 朱音さん 〃 〃 
安田 桃花さん 〃 〃 
槻田 蓮さん 中川西中学校 男子四種 3 位 
小林 想さん 〃 男子棒高跳 13 位 
松野 玲来さん 〃 女子 100m 出場 
佐々木寛大さん 都田中学校 男子 100m 出場 
水野 樹さん 〃 男子 400m 出場 

都筑区スポーツ協会の学校スポーツ振興基金は、優れた成績（全国レベル）を収めた中学校
のスポーツ競技者の方々へ支援を行う制度です。令和５年度は、以下の皆様に支援させていた
だきました。 

第50回全日本中学校陸上競技選手権大会 

第54回U16陸上競技大会 

特別国民体育大会 

会場・申込方法・参加料等、詳細については、各種目とも上記に記載されている連絡先までお問い合わせください。なお、都合により日程・会場等を変更する場合も
ございますのであらかじめご了承ください。また、令和６年度行事予定は、「広報よこはま都筑版」などにも掲載される場合もございますので、そちらもご覧ください。 

令和 6 年 4 月発行 第 30 号 

第61回全国中学校スキー大会 

第44回全国中学校アイスホッケー大会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催 

第
29
回
都
筑
区

人

集

 

-2- 

区
民
が
気
軽
に
ス
ポ

ツ
活
動

に
参
加
し

ス
ポ

ツ
の
楽
し
さ
を

知

て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り

生
涯

ス
ポ

ツ
の
普
及
・
振
興
の
一
助
に

な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
イ
ベ
ン

ト

横
浜
元
気
!!
ス
ポ

ツ･

レ
ク

リ
エ

シ

ン
フ

ス
テ

バ
ル

２
０
２
３

に
参
加
し
ま
し
た

 

同
フ

ス
テ

バ
ル
の
場
所
は

都
筑
ス
ポ

ツ
セ
ン
タ

で

３
専

門
部(

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

卓
球

テ
ニ

ス)

が
担
当
し

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ポ

ツ
を
区
民
の
皆
様
に
体
験
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た

 

受賞者の皆様 

■横浜スポーツ表彰 スポーツ功労賞 

 田丸 妙子（バレーボール協会） 
  経歴年数：28 年 

  功績：バレーボール協会の設立時から

地域スポーツの振興に取組み、

当協会の発展にも大きく貢献 

■横浜スポーツ普及功労賞 

 石黒 丈郎（テニス協会) 

 重永 光信（サッカー連盟） 

■都筑区スポーツ協会 普及賞 

高見 和孝（野球協会） 
橋本賀央里（剣道連盟） 
宮里 ゆき（バレーボール協会） 
草島 利彦（ソフトボール協会） 
西村 徹郎（バドミントン協会） 
武田 俊一（卓球協会） 
丸山 啓子（テニス協会） 
松浦 淳 （サッカー連盟） 
佐藤 文子（ゲートボール連合） 
井上 芳江（インディアカ協会） 

■都筑区スポーツ協会 功労賞 

兵藤 政和（野球協会） 
原田 博之（剣道連盟） 
工藤 朋子（バレーボール協会） 
広瀬 正浩（ソフトボール協会） 
稲葉 明希（バドミントン協会） 
小原 淳 （卓球協会） 
石母田 稔（テニス協会） 
生山 知典（サッカー連盟） 
菅沼 恵美（インディアカ協会） 

都
筑
区
内
に
お
け
る
地
域

ス
ポ

ツ
活
動
を
支
え
る

方
々
の
表
彰
と
交
流
の
場
と

な
る

都
筑
区
ス
ポ

ツ
人
の

集
い

が
令
和
６
年
２
月
16
日

金

に
都
筑
区
役
所
に
お
い

て
開
催
さ
れ
ま
し
た

 

今
回
も
表
彰
式
の
み
の
開

催
と
な
り
ま
し
た
が

都
筑
区

長

区
内
選
出
議
員
の
方
々
の

ご
出
席
を
賜
り

横
浜
市
ス

ポ

ツ
協
会
横
浜
ス
ポ

ツ

普
及
功
労
賞

２
名

都
筑

区
ス
ポ

ツ
協
会
功
労
賞

９
名

・

普
及
賞

10
名

の
表
彰
が
行
わ
れ

日
頃
か
ら

地
域
ス
ポ

ツ
振
興
に
貢
献

さ
れ
て
い
る
皆
様
が
表
彰
さ

れ
ま
し
た

 

ま
た

１
月
26
日
に
開
催

さ
れ
た

新
春
横
浜
ス
ポ

ツ

人
の
集
い

に
お
い
て
は
横
浜

ス
ポ

ツ
表
彰
と
し
て

ス

ポ

ツ
功
労
賞

を
受
賞
さ
れ

た
田
丸
妙
子
氏

バ
レ

ボ

ル
協
会

が
紹
介
さ
れ
ま
し

た

 

横
浜
元
気
!! 

ス
ポ

ツ
・
レ
ク
リ
エ

シ

ン
フ

ス
テ

バ
ル

２
０
２
３ 

ス
ポ

ツ
協
会
研
修
会 

令
和
６
年
3
月
24
日

日

に
都

筑
区
役
所
に
て
都
筑
消
防
署
の
堀
井

氏
を
講
師
に
迎
え

胸
骨
圧
迫
・

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法

を
テ

マ
に

講
義
を
受
け
ま
し
た

 

11
専
門
部
か
ら
男
女
計
約
30
名

が
参
加
し

資
料
及
び
実
技
に
て
胸

骨
圧
迫
の
仕
方
と

心
臓
に
電
気
シ

ク
を
与
え
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い
方

を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た

 

参
加
さ
れ
た
方
々
は

人
命
に
関

わ
る
こ
と
な
の
で

時
間
の
経
つ
の

も
忘
れ

熱
心
に
受
講
さ
れ

最
後

に

普
通
救
命
講
習
終
了
証

が
同

消
防
署
か
ら
手
渡
さ
れ
ま
し
た

 

バドミントンラリーとサーブ体験 スポンジボールでテニス体験 

卓球マシンで特訓 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区
大
会
を
通
じ
て

成
績
優
秀
な
チ

ム
を
県

大
会
に
推
薦
し
た
チ

ム
が
第
３
位
と
ベ
ス
ト

８

市
大
会
で
は

１
チ

ム
が
ト
ス
ベ

ス
ボ

ル
大
会
準
優
勝

市
大
会
最
後
の

各
区
選
抜

大
会

は

セ
レ
ク
シ

ン
を
行
い

全
チ

ム

か
ら
選
出
さ
れ
た
チ

ム
で
臨
み

第
三
位
と
な

り
ま
し
た

 

６
年
生
最
後
の
大
会
で
第
三
位
に
な

た
こ
と

は

選
手
に
と

て
も

忘
れ
ら
れ
な
い
大
会
に

な

た
こ
と
と
思
い
ま
す

 

こ
れ
ま
で
の
地
域
の
皆
様
方
の
ご
理
解
と

ご

支
援
・
ご
協
力
に
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す

 
 

今
後
と
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

 

成
人

部

 
◎
春
季
大
会

第
57
回
大
会

 

■
Ａ
ク
ラ
ス 

優
勝 

 

川
和
球
友
会 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

デ

ア
ブ
ロ
ス 

■
Ｂ
ク
ラ
ス 
優
勝 

  

Ｄ
Ｎ
Ｐ
テ
ク
ノ
パ

ク 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

Ｓ
ｏ
ｕ
ｔ
ｈ 

Ｂ
ｅ
ａ
ｒ
ｓ 

■
Ｃ
ク
ラ
ス 

優
勝 

 
JA
横
浜
フ

テ

ズ 

 
 

 
 

 
 
 

準
優
勝 
Ｂ
ｌ
ｕ
ｅ 

Ｗ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ-

Ｇ 

■
マ
ス
タ

ズ
ク
ラ
ス 

 
 

 
 

 
 

優
勝 

 

JA
横
浜
フ

テ

ズ 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

デ

ア
ブ
ロ
ス
Ｓ 

◎
秋
季
大
会

第
58
回
大
会

 

■
Ａ
ク
ラ
ス 

優
勝 

 

都
田
名
球
会 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

川
和
球
友
会 

■
Ｂ
ク
ラ
ス 

優
勝 

 

JV
フ

イ
タ

ズ 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

Ｃ
Ｐ
９ 

■
Ｃ
ク
ラ
ス 

優
勝 

 

Ａ
・
Ｄ
・
Ｉ 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

ボ
ギ

バ
ス
タ

ズ 

■
マ
ス
タ

ズ
ク
ラ
ス 

 
 

 
 

 
 

優
勝 

 
 

デ

ア
ブ
ロ
ス
Ｓ 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

川
和
球
友
会 

少
年
野
球

 

◎
春
季
大
会 

■
Ａ
リ

グ 

優
勝 

 

山
田
バ

フ

ロ

ズ 
 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

折
本
ク

パ

ズ 

■
新
人
戦 

 

優
勝 

 

川
和
シ

ク
ス 

 
 

 
 

 
 

 

準
優
勝 

横
浜
フ

チ

ズ 

■
テ

ボ

ル     

優
勝 

川
和
シ

ク
ス 

◎
秋
季
大
会 

■
Ａ
リ

グ 

優
勝 

 

山
田
バ

フ

ロ

ズ 
 

 
 

 
 

 
 

準
優
勝 

茅

崎
エ
ン
デ
バ

ズ 

■
Ｂ
リ

グ 

優
勝 

 

川
和
シ

ク
ス 

 
 

 
 

 
 

 

準
優
勝 

横
浜
球
友
会 

■
テ

ボ

ル  
 

優
勝 

川
和
シ

ク
ス 

■
教
育
リ

グ 

優
勝 

川
和
シ

ク
ス  

専門部紹介 

野
球
協
会 

 

令
和
５
年
度
も
都
筑
区
野
球
協
会
で
は

成
人
の
区

民
大
会
を
例
年
ど
お
り

春
・
秋
大
会
を
開
催
致
し
ま

し
た

 

今
年
度
は
３
年
ぶ
り
に
全
日
程
を
11
月
末
ま
で
に

終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

 

令
和
５
年
度
の
審
判
派
遣
は
88
日

総
試
合
数
233

試
合
の
一
年
で
し
た

 

今
後
と
も
大
会
運
営
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
努
力

し
て
い
き
ま
す
の
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

 

剣
道
連
盟 

生
涯
ス
ポ

ツ
剣
道 

剣
道
は
日
本
古
来
の
武
道
で

子
ど

も
と
一
緒
に
始
め
る
初
心
者
の
お
父
さ

ん
・
お
母
さ
ん
の
会
員
も
多
く

体
格
や

性
別
に
左
右
さ
れ
ず
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
幅
広
く

い
つ
か
ら
で
も
上
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
生
涯
ス
ポ

ツ
と
し

て
自
分
の
体
力
に
合
わ
せ
て
稽
古
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す

 

こ
こ
数
年

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で

様
々
な
制
約
が
生
じ

毎
月
一
回
の
合

同
稽
古
会
は
中
止
と
な

て
お
り
ま
し

た
が

団
体
ご
と
に

感
染
拡
大
防
止
を

徹
底
し
な
が
ら

体
力
作
り
や
基
本
動

作
の
見
直
し
な
ど
様
々
な
工
夫
で
活
動

を
持
続
し
て
き
ま
し
た

こ
れ
ま
で
の

活
動
の
蓄
積
に
よ
り

感
染
拡
大
防
止

上
の
留
意
点
が
明
確
に
な
り

よ
う
や

く
令
和
四
年
十
二
月
に
合
同
稽
古
の
再

会
が
実
現
し
ま
し
た

今
後
も

健
康
管

理
を
優
先
と
し
な
が
ら

剣
道
技
術
向

上
・
精
神
面
の
強
化
に
繋
が
る
合
同
稽

古
や
大
会
を
積
極
的
に
計
画
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す

 

剣
道
大
会 

令
和
五
年
度
に
行
わ
れ
た
都
筑
区
剣

道
大
会

春

都
筑
区
剣
道
選
手
権
大

会

秋

は

剣
道
連
盟
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
感
染
対
策
を
厳
守
し

午
前

中
は
小
学
生
の
個
人
戦
と

木
刀
に
よ
る

基
本
稽
古
を
団
体
戦
試
合
方
式
で
行
い

午
後
は
中
学
生
の
個
人
戦
を
行
い
ま
し

た

開
催
に
当
た

て
は

選
手
・
保
護

者
の
行
動
制
限
基
準

マ
ス
ク
着
用

ソ

シ

ル
デ

ス
タ
ン
ス
や
時
間
帯
入

れ
替
え
制
の
採
用

ア
ル
コ

ル
消
毒
な

ど

の
明
確
化
と
関
係
者
へ
の
周
知
徹
底

に
よ
り

子
供
た
ち
の
試
合
を
見
る
機
会

を
失

て
い
た
保
護
者
の
方
々
に
よ
る

応
援
も
実
現
さ
せ
な
が
ら

感
染
拡
大
が

発
生
す
る
こ
と
な
く
充
実
し
た
大
会
に

な
り
ま
し
た

 

支部名 代表者名 連絡先 活動場所 活動曜日 

都田剣友会 三浦 治 
https://tsudakenyukai. 

wixsite.com/home 

都田小学校 

茅ヶ崎台小学校 

川和東小学校 

水 

日 

日・火 

都筑警察署 

少年剣士会 
都筑警察署 

045-949-0110 

生活安全課 
都筑警察署 土 

川和剣士会 柳下俊明 080-5415-4166/大久保 妙蓮寺釈迦堂 水・金・日 

佐江戸剣友会 青木昌弘 https://tsuzuki-ku.net/saedo 都田西小学校 木・土 

加賀原剣友会 井上琢朗 https://kagaharakenyukai.com/ 勝田小学校 日 
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剣
道
専
門
部
加
盟
団
体
の
活
動
紹
介 

今
回
は

加
賀
原
剣
友
会

に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す

 

加
賀
原
剣
友
会
は
横
浜
市
都
筑
区
を
活
動
拠

点
と
し
て

二
０
０
四
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た

 

剣
道
を
通
じ
て

継
続
す
る
こ
と

仲
間

を
大
切
に
す
る
こ
と

を
活
動
の
基
本
方
針
と

し

生
涯
の
友
を
つ
く
る
場

自
己
実
現
の
場

を
目
指
し
て
い
ま
す

子
供
た
ち
の
父
母
で
段

位
を
持
つ
者
が

子
供
た
ち
に
剣
道
を
好
き
に

な

て
ほ
し
い

基
本
を
重
視
し
た
正
し
い
剣

道
を
身
に
付
け
て
欲
し
い
と
熱
心
に
指
導
を
行

て
い
ま
す

子
供
た
ち
の
人
数
は
小
学
生
六

名(

二
０
二
四
年
一
月
現
在)

と
少
人
数
な
た

め

初
心
者
か
ら
経
験
者
ま
で
個
々
に
合
わ
せ

た
非
常
に
丁
寧
な
指
導
を
行

て
い
ま
す

 

活
動
は
勝
田
小
学
校
体
育
館
で
毎
週
日
曜
日

の
午
後
一
時
三
０
分

四
時
ま
で
の
定
例
稽
古

を
基
本
と
し

都
筑
区
合
同
稽
古
会

都
筑
区

剣
道
大
会

昇
級
審
査
へ
の
参
加

そ
し
て
部

内
大
会
や
ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
の
行
事
も
行

て
い
ま
す

ま
た

初
め
は
子
供
の
付
き
添
い

で
稽
古
に
参
加
し
て
い
た
父
母
も
今
で
は
全
員

が
そ
れ
ぞ
れ
昇
段
を
目
指
し
て
お
り

小
学
生

の
稽
古
の
後
に
OB
の
高
校
生
も
交
え
て
打
ち

込
み
や
地
稽
古
を
行
う
な
ど

高
段
者
の
稽
古

と
し
て
も
大
変
充
実
し
て
い
ま
す

 

こ
の
よ
う
に
加
賀
原
剣
友
会
は
剣
道
を
学

ぶ

楽
し
む
場
と
し
て
地
域
に
根
差
し
た
剣
友

会
で
す

ご
興
味
の
あ
る
方
は
一
度
ホ

ム
ペ

ジ
を
ご
覧
下
さ
い

 

剣
道
技
術
講
習
会 

都
筑
区
剣
道
連
盟
で
は

防
具
を
付
け

た
稽
古

大
会
の
ほ
か
に
も

各
中
学
剣

道
部
と
連
携
し
て
正
し
い
剣
道
の
理
解

と
上
達
に
効
果
的
な
３
つ
の
講
習
会

木 
刀
に
よ
る
剣
道
基
本
技
稽
古
法
講
習
会

日
本

剣
道
形
講
習
会

剣
道
規
則
講
習
会(

審
判
技

術
含
む)

を
例
年
実
施
し
て
い
ま
す
が

現
在

は

参
加
者
規
模
縮
小
な
ど
工
夫
を
し
な
が
ら

実
施
し
て
い
ま
す

 

一
日
も
早
く
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
収
束

し

伸
び
伸
び
と
し
た
活
動
に
戻
れ
る
日
が
来

る
こ
と
を
待
ち
望
み
な
が
ら

感
染
予
防
対
策

体
調
管
理
を
徹
底
し

稽
古
が
で
き
る
環
境
に

感
謝
し

日
々
精
進
し
て
参
り
ま
す
の
で

新

型
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
収
束
し
た
際
に
は

現
在

の
運
動
不
足
解
消
や

お
子
さ
ま
の
忍
耐
力
・

体
力
づ
く
り
な
ど

ご
家
族
の
健
康
増
進
と
し

て

竹
刀
を
振

て
み
て
く
だ
さ
い

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門部紹介 

バ
レ

ボ

ル
協
会 

チーム名及び練習会場(曜日) 

チーム名 会場 曜日 

 

チーム名 会場 曜日 

オリーブ 

中川西小 
第二・四 

木、土 
マリンズ 

茅ヶ崎中 火 

中川西中 
第一･三･五 

火 
川和中 金 

ダイナマイツ 東山田小 火、金 
 

フリーク 中川小 金 

ＷＡＶＥ 茅ヶ崎東小 金 葵クラブ 中川小 月、木 

ユニティー 
荏田東第一小 金、土  

 

ソニック 折本小 月、土 

荏田南小 水 ＭＡＸ 川和東小 水 

 

ソ
フ
ト
ボ

ル
協
会 
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四区大会優勝チーム 

*コロナ禍の影響で、現状はこの限りではありません。 

区民大会優勝チーム 

 
都
筑
区
バ
レ

ボ

ル
協
会
で
は

昨
年
か
ら

少
し
ず
つ
交
流
試
合
を
開
催
し
て
き
ま
し
た

今

年
度
は
４
年
ぶ
り
に
５
月
か
ら
11
月
に
渡
り

全
９
チ

ム
で
総
当
た
り
の
リ

グ
戦
を
行
い

ま
し
た

 

ま
た

５
月
に
は
隣
接
区
開
催
の
大
会
に
３
チ

ム
ご
招
待
い
た
だ
き
参
加
し
ま
し
た

７
月
に

審
判
研
修
会

９
月
に
秋
季
大
会
と
一
部
予
定
を

変
更
し
つ
つ
も

ほ
ぼ
予
定
通
り
に
競
技
日
程
を

こ
な
す
事
が
で
き
ま
し
た

 

コ
ロ
ナ
過
の
影
響
に
よ
り

練
習
続
行
が
難
し

く
な

た
チ

ム
が
あ
り

チ

ム
数
が
減
少
し

て
し
ま
い
ま
し
た
が

日
々
日
常
を
取
り
戻
し

ま
た
バ
レ

ボ

ル
が
で
き
る
事
を
大
変
嬉
し

く
思

て
お
り
ま
す

 

１
月
７
日
に
は
新
春
恒
例
の

睦
月
交
流
会

を
開
催
し
ま
し
た

２
月
は
審
判
講
習
会

３
月

は

は
な
み
ず
き
大
会

を
開
催
し
ま
し
た

 

バ
レ

ボ

ル
に
興
味
の
あ
る
人

未
経
験
の

方

ま
た
久
し
ぶ
り
に
や
り
た
い
と
思

て
い
る

方

一
緒
に
楽
し
い
汗
を
流
し
ま
せ
ん
か
？ 

お
気
軽
に
事
務
局
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い

 

都
筑
区
ソ
フ
ト
ボ

ル
協
会
で
は

例
年

春
・
秋
の
年
二
回
開
催
し
て
お
り
ま
し
た
が

昨
年
度
か
ら
年
一
回
の
開
催
と
し
て
開
催
し

て
い
ま
す

大
会
は

一
般

壮
年

シ
ニ
ア

ス

パ

シ
ニ
ア
の
部
で
開
催
さ
れ

一
般

の
部
を
１
部
・
２
部
に
分
け
た
２
部
制
で
開

催
し
て
い
ま
す

 

ま
た

中
学
校
及
び
高
等
学
校
な
ど
の
大

会
や
練
習
試
合
に
も
協
会
傘
下
の
審
判
部
か

ら
審
判
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ

て
青
少

年
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ボ

ル
普
及
及
び
技
術

向
上
を
図

て
お
り
ま
す

 

ま
た

協
会
所
属
の
チ

ム
が
区
民
大
会
に

限
ら
ず
横
浜
市
大
会
に
も
出
場
し
て
お
り

協

会
で
は
区
内
外
共
に
積
極
的
な
活
動
を
後
押
し

し
て
お
り
ま
す

四
区(

緑

港
北

青
葉

都

筑)

大
会
も
本
年
度
よ
り
再
開
し

一
般
の
部

壮
年
の
部
が
参
加
し

壮
年
の
部
で
佐
江
戸
ク

リ

ン
ズ(

都
筑
区)

が
優
勝
し
ま
し
た 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年度 卓球協会行事予定 

9 月 12 日(木) 区民大会(仲町台個人戦) 
12 月 5 日(木) 区民大会(仲町台個人戦) 
3 月 13 日(木) 区民大会(仲町台個人戦) 

※会場は全て仲町台地区センターです。 

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
は

区
民
の
皆
さ
ま

に
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
知
り

楽
し
ん
で
い
た

だ
く
こ
と
と

競
技
レ
ベ
ル
の
ア

プ
を
目

指
し
て
活
動
し
て
い
ま
す

 

こ
こ
数
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
拡
大

に
よ
り
活
動
規
模
を
縮
小
し
て
き
ま
し
た

が

昨
年
は
３
年
ぶ
り
で
以
前
と
ほ
ぼ
同
じ

方
法
で
大
会
を
開
催
で
き
ま
し
た

 

団
体
戦
に
は
男
女
41
の
チ

ム
が
集
ま

り

練
習
の
成
果
と
結
束
力
を
競

て
い
ま

す

個
人
戦
は
シ
ン
グ
ル
ス

ダ
ブ
ル
ス

混
合
ダ
ブ
ル
ス
各
種
目
を
開
催
し

都
筑
の

頂
点
を
争
う
闘
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す

協
会
会
員
か
ら
は
全
国
大
会
上
位
入
賞
者
も

現
れ
て
お
り

高
い
レ
ベ
ル
の
競
技
が
行
わ

れ
て
い
ま
す

 

と
は
い
え
大
会
で
は
実
力
別
に
ラ
ン
ク
分

け
を
し
て
い
ま
す
の
で

初
級
者
の
方
を
含

め
ど
な
た
に
も
チ

ン
ス
が
あ
り
ま
す

優

勝
賞
品
の

お
米

は
大
変
好
評
で
す 

今
年
度
は

い
つ
も
会
場
と
し
て
利
用
し
て

い
る
都
筑
ス
ポ

ツ
セ
ン
タ

が
工
事
で
長
期

休
館
と
な
る
予
定
で
す

大
会
計
画
は
検
討
中

で
す
が

参
加
す
る
皆
さ
ん
が
活
躍
で
き
る
よ

う
に
工
夫
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す

詳
し
く
は

左
記
の
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
ホ

ム
ペ

ジ
を

ご
ら
ん
く
だ
さ
い

 

今
年
は
パ
リ
オ
リ
ン
ピ

ク
が
開
催
さ
れ

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
で
も
日
本
人
選
手
の
活
躍
が
期

待
さ
れ
ま
す

そ
の
一
方
で
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
は

都
筑
区
内
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

ど
な

た
で
も
参
加
で
き
る
ス
ポ

ツ
で
も
あ
り
ま

す

興
味
を
持
た
れ
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
協
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

区
民

の
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

 

専門部紹介 

都
筑
区
ス
ポ

ツ
セ
ン
タ

で
の
大
会

 

令
和
５
年
度
は

年
度
始
め
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ

感
染
防
止
上
の
い
ろ
い
ろ
な
制
限
が
無
く
な
り

計
画
ど
お
り
団
体
戦
５
回
と
個
人
戦
１
回
を
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
れ
も

大
会
運
営

に
ご
協
力
を
頂
い
た
会
員
チ

ム
の
皆
さ
ん
の
お

陰
と
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す

 

ま
た

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で

こ
こ
数
年
大
会

が
開
催
さ
れ
ず

残
念
な
が
ら
会
員
を
離
れ
て
い

た
チ

ム
も
戻
り
つ
つ
あ
り

新
規
会
員
チ

ム
と
合
わ
せ

会
員
チ

ム
数
は
８
チ

ム
増
の

85
チ

ム
と
な
り
う
れ
し
い
限
り
で
す

 

こ
れ
か
ら
も
会
員

区
民
の
皆
様
が
日
頃
の
練
習

の
成
果
を
発
揮
で
き

終
日
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ

う
な
大
会
を
企
画
し
て
ま
い
り
ま
す

 
 

仲
町
台
個
人
戦
卓
球
大
会

 

こ
ち
ら
は
会
員

各
卓
球
教
室
生

区
民
が
中

心
と
な
る
初
級
者
向
け
の
大
会
で
２
回
開
催
し
ま

し
た

 

こ
の
大
会
で
“
試
合
に
慣
れ
て
”
都
筑
ス
ポ

ツ
セ
ン
タ

の
大
会
に
出
場
す
る
方
も
い
ら

し

い
ま
す

 

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会 

卓
球
協
会 
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子
供
卓
球
教
室

 

小
学
生
の
夏
休
み
期
間
中
に

熱
中
症
に
配
慮
し

北
山
田
・
仲
町
台
の
両
地
区
セ
ン
タ

に
て
実
施
し

ま
し
た

 

張
本
兄
妹

木
原
美
悠
を
目
指
し
必
死
に
白
球
に
く

ら
い
つ
く
小
学
生

ボ

ル
拾
い
用
の
虫
取
り
網
で

白
球
を
拾
う
方
が
好
き
な
小
学
生
な
ど

様
々
で
し

た
が
皆
真
剣
の
う
ち
に
終
了
し
ま
し
た

 

各
地
区
セ
ン
タ

で
の
卓
球
教
室

 

仲
町
台
地
区
セ
ン
タ

に
て
初
級
者
・
中
級
者

を
対
象
に

プ
ロ
か
ら
習
う
卓
球
ス
ク

ル

を

開
催

 

“
試
合
で
１
点
を
と
る
た
め
に
”
“
レ

シ

ブ
を
確
実
に
す
る
に
は
”
な
ど
プ
ロ
か
ら
戦

術
的
な
指
導
を
受
け
ま
し
た

参
加
の
皆
さ
ん
は

真
剣
そ
の
も
の
で
す

 

一
方

北
山
田
地
区
セ
ン
タ

で

ス
キ
ル
ア

プ
卓
球
教
室
ナ
イ
ト

大
熊
ス
ポ

ツ
会
館
で

は

卓
球
教
室

を
開
催

 

こ
ち
ら
は

初
心
者
や
久
し
ぶ
り
に
卓
球
を
始

め
た
人
な
ど
が
中
心
で
“
日
頃
の
運
動
不
足
解
消

に
”
“
今
ま
で
は
テ
ニ
ス
こ
れ
か
ら
は
卓
球
”
な

ど
目
的
は
様
々
で
す
が

参
加
者
は
最
後
ま
で
ひ

た
む
き
に
白
球
を
追

て
い
ま
し
た

 

卓球スクール（仲町台地区センター） 

10 月都筑区民団体戦大会（都筑スポーツセンター) 

【連絡先】 

卓球協会事務局 武田 TEL/FAX 045-595-0501 

■行事予定 
5 月 3 日(祝)  区民大会(青葉スポーツセンター) 

11 月 10 日(日) 区民大会(港北スポーツセンター) 
12 月 22 日(日) 区民大会(港北スポーツセンター) 
※詳しくは協会ホームページをごらんください。 
  https://www.tsuzuki-badminton.org/ 
■連絡先 
事務局 持増(もちます) TEL 090-2677-3760 
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サ

カ

連
盟
は

都
筑
区
ス
ポ

ツ
協
会

に
加
盟
し

グ
ラ
ウ
ン
ド
管
理
者
や
地
域
の

皆
さ
ん
の
協
力
に
よ
り

現
在

少
年
の
部
・

社
会
人
の
部
・
シ
ニ
ア
の
部
で
そ
れ
ぞ
れ
区

民
大
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す

 
 

少
年
の
部
に
お
い
て
は

区
内
小
学
生
で

構
成
さ
れ
た
サ

カ

チ

ム
の
相
互
交
歓

と
親
睦
を
深
め

青
少
年
の
健
全
育
成
を
図

る
と
共
に

サ

カ

を
通
し
て
ス
ポ

ツ

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
運
営
し

て
お
り
ま
す

 
 

令
和
５
年
度
も

感
染
症
防
止
策
を
徹
底

し
て
区
長
杯
・
会
長
杯
と
卒
部
大
会

６
年
生

対
象

を
軸
に
区
民
大
会
を
進
め
て
来
ま
し

た

ま
た

市
の
大
会
や
横
浜
市
18
区
代
表

U-

11
サ

カ

大
会
・
F
マ
リ
ノ
ス
杯
・

日
産
ス
タ
ジ
ア
ム
杯
等
に
も
選
抜
チ

ム
を

育
成
し
参
戦
し
て
ま
い
り
ま
し
た

 

女
子
の
部
に
お
い
て
も
学
年
は
様
々
で
す

が
選
抜
チ

ム
に
招
集
さ
れ
た
選
手
が

区

を
越
え
て
対
戦
や
交
流
試
合
を
行

て
お
り

ま
す

 
 

社
会
人
の
部
及
び
シ
ニ
ア
の
部
に
お
い
て

は

登
録
参
加
チ

ム
が
減
少
し

区
民
大
会

が
開
催
出
来
る
チ

ム
数
に
至
ら
な
く
な

て
し
ま
い
ま
し
た

随
時
募
集
し
て
き
ま
し

た
が

大
会
開
催
の
条
件
が
整
わ
な
い
の
で

５
年
度
を
も

て
区
民
大
会
の
開
催
を
休
止

す
る
こ
と
と
致
し
ま
す

再
開
に
つ
い
て
は

未
定
と
な
り
ま
す

 

 

テ
ニ
ス
協
会 

サ

カ

連
盟 
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テ
ニ
ス
協
会
で
は

都
筑
区
内
の
硬
式
テ
ニ

ス
の
普
及
と
健
全
な
発
展
の
た
め

区
民
・
区

内
に
お
勤
め
の
方

中
学
生
・
高
校
生

協
会

加
盟
団
体
の
皆
さ
ん
な
ど
を
対
象
に

都
田
公

園
や
新
横
浜
公
園
の
テ
ニ
ス
コ

ト
で
さ
ま
ざ

ま
な
大
会
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す

 
 

令
和
五
年
度
は

優
勝
者
等
に
は
区
代
表
と

し
て
横
浜
市
の
区
対
抗
団
体
戦
に
参
加
し
て
い

た
だ
く
男
女
の
各
種
ダ
ブ
ル
ス
大
会
や

男
女

シ
ン
グ
ル
ス
の
大
会
な
ど
を

そ
の
四
十
代
以

上

五
十
代
以
上

六
十
代
以
上
と
い

た
年

齢
別
を
含
め
て
実
施
し

ま
た

幅
広
い
層
の

参
加
者
に
よ
る
ワ
ン
デ

・
ミ

ク
ス
ダ
ブ
ル

ス
大
会
な
ど
を
開
催
し
ま
し
た

 

さ
ら
に

緑
区

青
葉
区
の
テ
ニ
ス
協
会
と

合
同
で
三
区
内
の
青
少
年
を
対
象
と
し
た
区
民

ジ

ニ
ア
ト

ナ
メ
ン
ト
も
開
催
し

シ
ン
グ

ル
ス

ダ
ブ
ル
ス
と
も
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
し
た

こ
の
ほ
か

緑
区
テ
ニ
ス
協
会
と
共

催
で
M
L
T
杯
も
実
施
し
ま
し
た

 

ま
た

十
月
二
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
横
浜

ス
ポ

ツ
・
レ
ク
リ
エ

シ

ン
フ

ス
テ

バ
ル
で
は

ス
ポ
ン
ジ
ボ

ル
に
よ
る
ミ
ニ
テ

ニ
ス
体
験
コ

ナ

を
設
け
て
お
子
さ
ん
へ
の

普
及
に
努
め
ま
し
た

 

今
年
度
も
表
紙
の
行
事
予
定
表
の
と
お
り
大

会
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す

多
く
の
皆
様
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

最
新
の
情
報

は

都
筑
区
テ
ニ
ス
協
会

HP
に
掲
載

 
 

男女ダブルス大会の様子 

令和 6 年度 大会予定 

4 月   横浜 F.マリノス杯(横浜 18 区選抜大会) 

5 月～9 月 都筑区区長杯争奪戦(低中高学年) 

    横浜 U11 選抜大会都筑区予選(5 年生) 

6 月   横浜市北部選抜大会(少年) 

若葉台カップ(都筑区選抜チーム) 

9 月～12 月 都筑区会長杯争奪戦(低中高学年) 

10 月   横浜市北部選抜大会(少女) 

1 月～2 月 日産スタジアム杯(少年・少女選抜チーム) 

     都筑区トレセン壮行大会 

2 月～3 月  卒部大会 

卒部大会表彰式 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度大会予定 
 

7 月 21 日 

11 月 17 日 

2 月 16 日 

都田小学校体育館 

４
区
親
善
大
会
は
青
葉
区

港
北
区

都
筑
区

緑
区

の
１
６
チ

ム
が
参
加
し
て

１
０
月
２
７
日
に
お
ち

あ
い
公
園
に
て
開
催
さ
れ
都
筑
区
は
３
チ

ム
が
参
加

し
ま
し
た

都
筑
区
の
成
績
は

ド
リ

ム
チ

ム
が
準

優
勝
で
し
た

 

１
１
月
９
日
に
は

都
田
荏
田
老
連
主
催

都
田
荏
田

老
連
競
技
大
会

を
区
老
連
会
員
の
参
加
に
限
定
し
開

催
し
て
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た

優
勝
チ

ム
は

次

年
度
ネ
ン
リ
ン
ピ

ク
大
会
横
浜
市
予
選
会
の
出
場
資

格
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
す

 

ゲ

ト
ボ

ル
競
技
は

戦
後
の
混
乱
期
に
青
少
年

の
非
行
防
止
の
た
め
に
北
海
道
で

ク
リ
ケ

ト

を

参
考
に
考
案
さ
れ
た
ス
ポ

ツ
で

本
来
は
柔
軟
な
頭

脳
と
体
力
を
持
つ
若
年
層
の
為
の
ス
ポ

ツ
で
す

現

在
は
高
齢
者
向
け

生
涯
ス
ポ

ツ
・
レ
ク
リ
エ

シ

ン

と
し
て
の
位
置
付
け
で
推
移
し
て
い
ま
す

若

い
世
代
の
皆
様
方
の
参
加
が
少
な
く
な

て
き
て
残
念

で
す

中
・
高
校
生
は
勿
論

団
塊
世
代
の
皆
様
方
の

参
加
に
よ
る

ス
ポ

ツ

と
し
て
発
展
を
目
指
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
是
非
若
年
層
の
方
々
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

 

《
連
絡
先
》
都
筑
区
ゲ

ト
ボ

ル
連
合
会
⾧ 

佐
々
木 

敏
泰 

９
３
４―

５
０
９
３ 

専門部紹介 
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令
和
５
年
度
は

新
型
コ
ロ
ナ
対
応
の
通
常
化
に

伴
い

競
技
の
実
施
に
制
限
が
外
さ
れ
通
常
対
応
に

て
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た

本
年
度
の
特
異

気
候
に
よ
り
競
技
選
手
の

高
齢
者

に
特
別
の
配

慮
を
し
て

９
月
に
な

て
も
猛
暑
日
が
予
想
さ
れ

た
こ
と
か
ら
９
月
の
競
技
予
定
を
中
止
と
し

１
０

１
１
月
に
ス
ケ
ジ

ル
変
更
を
実
施
し
て
熱

中
症
等
の
危
機
管
理
を
最
優
先
に
考
え
た
大
会
運

営
要
綱
を
作
成
し
ま
し
た

競
技
日
の
タ
イ
ム
ス
ケ

ジ

ル
も
熱
中
症
等
の
危
機
管
理
を
最
優
先
に

考
え

競
技
時
間
間
隔
を
充
分
に
と
り
水
分
補
給
・

休
憩
に
十
分
配
慮
し
た
運
営
を
心
掛
け
ま
し
た

 

競
技
は

連
合
春
季
・
秋
季
区
民
大
会

都
田
荏

田
老
連
親
善
リ

グ
戦

四
区
親
善
大
会
を
実
施
出

来
ま
し
た

市
・
県
連
合
の
大
会
も
順
調
に
競
技
が

開
催
さ
れ
積
極
的
に
参
加
し
ま
し
た

 

都
田
荏
田
老
連
親
善
リ

グ
戦
は

年
度
初
め
の

４
月
か
ら
猛
暑
の
７
・
８
・
９
月
を
除
き
１
１
月
ま

で
６
０
試
合
を
６
カ
月
間
に
渡

て
開
催
し
ま
し

た

怪
我
人
も
熱
中
症
も
コ
ロ
ナ
感
染
者
も
出
す
こ

と
な
く
無
事
に
リ

グ
戦
を
終
了
し
ま
し
た

 

連
合
春
季
区
民
大
会
は
４
月
２
４
日
に

連
合
秋

季
区
民
大
会
は
１
０
月
２
日
に
開
催
し
ま
し
た

 

ゲ

ト
ボ

ル
連
合 

毎年 3 回の大会を主催して

いますが、今年度は夏に多方

面に声をかけて、交流大会を

行いました。13 チームが集ま

り総当り戦と長い一日でした

が、色んなチームと試合が出

来て楽しかったです。 

イ
ン
デ

ア
カ
協
会 

準優勝 スコーピオン 

令和５年度大会結果 

春季連合大会     せせらぎ 
秋季連合大会     ドリーム 
都田荏田老連リーグ戦 ドリーム 
都田荏田老連大会   白寿会サンライトＢ 

コロナもすっかり落ち着いて、マスクの着用が任

意となり、ほとんどの人がマスクをしなくなりまし

た。これで以前みたいな活気がインディアカ協会に

戻ってきてくれれば嬉しいです。 

優勝 鎌倉レスパイト 

３位 チョコパイ 

白熱展開 

全集中 

線審がんばる笑 

ブロ～ック！ 

都筑交流大会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

副会長 

副会長 

副会長 

副会長 

副会長 

会計 

監事 

監事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

吉野 富雄 

黒﨑 二男 

加藤 豊 

森  芳則 

木伏 慎治 

座間 伸一 

横山 謙一 

中山 敏明 

栗原 晃司 

小泉 武 

宮本 康一 

木下 均 

辻田むつ代 

村田 輝雄 

岩嶋 伸幸 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

 

久保 勝治 

横手美枝子 

佐藤 力 

萩野 幸男 

神原 正明 

小島 宏一 

志田 政明 

星野 将行 

平野 紀子 

横手 隆 

白田 一弥 

新井 宏次 

鈴木 信之 

栗原 信一 

菊原 政臣 

理事 

理事 

理事 

 

顧問 

顧問 

顧問 

顧問 

顧問 

顧問 

顧問 

顧問 

 

小田切 敦 

落合 明正 

倉田 真希 

 

長谷川琢磨 

市来栄美子 

磯部 尚哉 

白井 亮次 

深作 祐衣 

敷田 博昭 

首藤 天信 

佐々田賢一 

 

事務局長 

栗原 克人 

専門部紹介 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会 
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＜印刷製本＞ 

善友印刷株式会社 

横浜市都筑区 

東方町 412-1 

電話(045)471-0211 

FAX(045)471-0311 

E-mail: 

info@zenyu.co.jp 

HP:https://zenyu-

print.co.jp 

令和５年度 都筑区スポーツ協会役員  
☆各専門部への加盟や区民大会に参加するには？ 

各専門部の事務局等の連絡先に問い合わせて下さい。 
また、広報にも掲載されている場合がありますので、 
ご覧下さい。 

☆都筑区スポーツ協会に加盟するには？ 
加盟条件 
①国体種目であること（原則です） 
②一競技一団体 
③貴団体独自で区民大会の運営ができること 
④団体会員数は概ね 150 名を超えていること 

☆入会に必要な書類 
1 会則    
2 役員名簿 
3 加入クラブ名簿（社会人・少年は別作り） 
4 貴団体の総会議案書 

・事業報告（前年に開催した各大会） 
・決算書（団体の前年度のもの） 
・事業計画書（該当年に開催する各大会） 
・予算書（団体の前年度のもの） 

☆提出先：都筑区スポーツ協会事務局 

都筑区スポーツ協会からのお知らせ 

令和５年度賛助会員企業・団体等 （敬称略・順不同） 
スポ協レポート 

第 30 号 

編集委員 
編集委員長 

鈴木 信之 

編集副委員長 

星野 将行 

白田 一弥 

編集委員 

志田 政明 

佐々木奈緒 

小野寺百合子 

新田 尚 

野本 政和 

安達 哲郎 
松浦 淳 

横山 謙一 

田中 裕子 

萩野 幸男 

都筑区スポーツ協会では、区内の自治会町内会、並びに協賛企業の皆様の

会費、協賛金等をもとにして区民へのスポーツ普及・振興を図っています。

 

㈱エイ・アール・シー 

イーグルスゴルフ 

都筑ひよこ保育園 

村田 輝雄 

㈱ユーテック 

都筑区懇話会 

㈱AOKI ホールディングス 

三峯産業㈱ 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙｴｸｾﾚﾝｽ㈱ 

吉野 富雄 

ラーメン うえむらや 

㈱貝塚造園 

栗原 靖 

工藤建設㈱ 

山崎製パン㈱ 

神奈川ロイヤル㈱ 

千葉 貴弘 

善友印刷㈱ 

第一カーボン㈱ 

都筑スポーツセンター 

都筑区商店街連合会 

㈲イズミサービス 

㈲ハセガワ企画不動産部 

㈲白馬産業 

京セラ㈱横浜事業所 

加賀原地域ケアプラザ 

健水会あすなろ 

神奈川中央住宅㈱ 

(一社)横浜北工業会 

JA 横浜 都筑中川支店 

JA 横浜 都田支店 

おおくま不動産㈱ 

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ牛久保東1丁目店 

ディサービスひまわり 

マルハン都筑店 

横浜防具 

㈱ＷＡＧＯＮ 

㈱ハートランド 

㈱秀峯 

北栄電機㈱ 

㈱北斗測量設計 

㈱横浜ジョインター 

㈱司興業 

㈱美濃屋あられ 

五味渕鋼鉄㈱ 

佐江戸剣友会 

川和剣士会 

都田剣友会 

加賀原剣友会 

㈲真剣堂 

佐々木 敏泰 

座間塗装店 

日蓮崇城根山妙蓮寺 

㈲アライ電器 

㈲サンケイ自動車 

㈲ひまわり 

㈲武島武道具店 

㈲河野(かっすい亭) 

㈲串田酒店 

㈲佐久間商店 

㈱ブラザーモータース 

都筑区警察署少年剣士会 

都筑区野球協会親和会 

都筑区少年野球連盟 

都筑区野球協会審判部 

少年サッカー親父の会 

都筑区社会人サッカーの会 

都筑区バレーボール協会 

都筑区ソフトボール協会 

都筑区ゲートボール連合 

都筑区インディアカ協会 

都筑区グラウンドゴルフ協会 

 

＜発行＞ 
都筑区スポーツ協会 
〒224-0053 
横浜市都筑区池辺町 
2973-1 
都筑スポーツ 
センター内 
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令和6年7月3日（水）
午後2時30分～午後4時00分
（受付：午後2時00分から）

都筑公会堂（都筑区総合庁舎内）

400名（事前申込み制）
※応募者多数の場合、抽選を行います。

令和6年 4月19日（金）午前9時から～ 6月17日（月）午後5時まで
横浜市電子申請サービス（右記二次元バーコード）からご申請いただくか、①氏名 
②住所 ③連絡先 ④手話通訳・一時保育（1歳児から未就学児）の要否をご記載いただき、
Eメール、または郵送にてお申し込みください。
※落選された方には、６月20日（木）までに区役所から御連絡させていただきます。

　災害発生後6時間以内に約7割の人が用を足したくなるという調査結
果があります。また、能登半島地震においてもトイレ不足が深刻な問題
となりました。防災備蓄品というと水や食料が真っ先に思い浮かびます
が、トイレ用品の備蓄も決して忘れてはいけません。
　災害時のトイレ対策について考えてみませんか。

都筑区役所総務課
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1
TEL：045-948-2212　 FAX：045-948-2208
E-mail：tz-bousai＠city.yokohama.jp

お申込み・お問合せ先

令和6年度都筑区防災・減災講演会

油断できない
「災害時のトイレ問題」について

～災害時 水洗トイレは使えない～

都筑区
総合庁舎

ショッピング
センター都筑区

総合庁舎

郵便局

区
役
所
通
り

駐車場

出口1

都筑公会堂
（都筑区総合庁舎内）

市営地下鉄
センター南駅

加藤 篤 氏　特定非営利活動法人日本トイレ研究所 代表理事
プロフィール  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
災害時のトイレ・衛生調査の実施、小学校のトイレ空間改善、小学校教諭等を対象にした研修会、
子どもたちにトイレやうんちの大切さを伝える出前授業、子どもの排便に詳しい病院リストの作成
などを展開している。
「災害時トイレ衛生管理講習会」を開催し、災害時にも安心して行けるトイレ環境づくりに向けた人
材育成に取り組んでいる。
　　　　　　  　  『トイレからはじめる防災ハンドブック』
　　　　　　  　  『もしもトイレがなかったら』（少年写真新聞社）など主な著作

アンケート回答者全員に
「備蓄用1ロール250mのトイレットペーパー」を

プレゼント!!

… 来場者特典 …

講 

師

日 時

会 場

定 員

申込
期間

申込
方法

入場無料











校正中

01201236
長方形

01201236
テキストボックス
区連会４月定例会説明資料令 和 ６ 年 ４ 月 19 日都 筑 区 区 政 推 進 課



 

 

地区連合自治会町内会長 各位 

都筑区区政推進課長 

 

令和６年度 都筑区主要事業等説明会について 

 

日ごろから都筑区政の推進に御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、例年、４月下旬以降に各地区連合自治会町内会の総会等の場をお借りして

開催させていただいておりました「都筑区主要事業説明会」についてですが、令和

４年度より、会議の効率化の観点から希望制という形式で実施させていただいて

おります。 

ついては、令和６年度の都筑区主要事業について、説明を希望される連合につい

ては、「別紙 主要事業説明会申込書」の提出をお願いいたします。 

 

１ 申込書（令和６年５月７日（火）締切） 

  各連合において職員からの説明を希望される場合には、「別紙 主要事業説明

会申込書」に必要事項記入のうえ、メールまたは FAX にてご提出をお願いいた

します。 

  

２ 提出先 

  広報相談係 青野 

Mail：tz-kusei@city.yokohama.jp 

  FAX：045-948-2228 

 

 

 

 

            担当 

（①説明会に関すること）広報相談係 青野 

電話 045-948-2221  FAX 045-948-2228 

 （②事業の内容に関すること）企画調整係 梁瀬 

電話 045-948-2227  FAX 045-948-2399 

E-mail（①②ともに） tz-kusei@city.yokohama.jp 

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 9 日 

都 筑 区 区 政 推 進 課 

mailto:tz-kusei@city.yokohama.jp
mailto:tz-kusei@city.yokohama.jp


主要事業説明会申込書 

 

 

 

氏 名                 
 

 

令和６年度の都筑区主要事業について、説明を希望される連合につ

いては、下記の記載事項をご記入のうえ、メール又は FAX によりご提

出をお願いいたします。  
 

  

開催希望日時  令和６年  月  日  

場    所   

出席予定人数   

担当者様氏名   

連  絡   先   

 

 

 

 

 

 

担当  都筑区総務部区政推進課  青野  
電  話：045－948－2221 

ＦＡＸ：045－948－2228 
Mail： tz-kusei@city.yokohama.jp 



横浜市交通安全キャラクター 

まもるくん 

 
 

 

 目   的  

自転車の交通事故を防止する運動を市民総ぐるみで展開し、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通

ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて、自転車の交通事故防止の徹底を図ります。 

 期   間  

令和６年5月1日（水）～5月31日（金）の1か月間 
 

 ス ロ ― ガ ン  

自転車も のれば車の なかまいり 

ヘルメット かぶるだけでも 救える命 
 

 重   点  

１ 自転車交通ルールの遵守とマナーの向上 

２ 自転車点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入義務の周知徹底 

３ 全ての自転車利用者に対するヘルメット着用努力義務の周知徹底 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

件　数
（件）

死　者
（人）

負傷者
（人）

件　数
（件）

死　者
（人）

負傷者
（人）

7,703 40 8,909 1,760 3 1,661

前　 　年 7,492 38 8,483 1,734 4 1,653

前 年 比 211 2 426 26 -1 8

構 成 率 22.8% 7.5% 18.6%

21,870 115 25,644 5,443 12 5,192

前　　 年 21,098 113 24,382 5,405 11 5,195

前 年 比 772 2 1,262 38 1 -3

構 成 率 24.9% 10.4% 20.2%

横浜市内

神奈川県内

全　事　故 自　転　車

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

全ての自転車利用者には、ヘルメット着用努力義務が課せられています 道路交通法第63条の1１ 

〇自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約６割が頭部に致命傷を負っています。頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用

することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守りましょう。 

◆◆令和５年中の自転車関係事故発生状況◆◆ 

 

自転車安全利用五則  

1．車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

2．交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

3．夜間はライトを点灯 

4．飲酒運転は禁止 

5．ヘルメットを着用 

 



 

 

共 通 事 項 

１ 「重点」に基づき、それぞれの地域の実態に即した自転車のマナーアップを図る各種交通安全活動

を積極的に推進します。 

２ 関係機関・団体の職員等に、この運動についての周知を図ります。 

３ 各種会議、行事を通じて、この運動の趣旨を積極的に周知するとともに、広報紙（誌）・機 

関紙（誌）を発行するときは、自転車安全利用五則など交通ルールの遵守とマナーの向上を呼びかけ

る記事の掲載に努めます。 

４ 自転車の損害賠償責任保険等加入・乗車用ヘルメット着用の周知啓発を推進します。 

横 浜 市 ・ 区 

１ 地域の交通事故実態に即した交通安全運動の推進計画等を策定するとともに、関係機関・団体と連

携を図り、運動を推進します（神奈川県交通安全対策協議会による自転車交通事故多発地域の指

定）。また自転車とクルマの互いの思いやりを啓発する「思いやりSHARE THE ROAD運動」を実

施します。 

２ 各種メディアを活用して、運動の周知徹底と広報啓発を推進します。 

３ 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知活動を推進します。 

警   察 

１ 信号無視、整備不良など危険性、迷惑性の高い運転などの指導取締りを強化します。 

２ 関係機関・団体と連携し、自転車の通行方法に関する周知を推進します。 

３ 参加・体験・実践型の交通安全教育等を積極的に推進します。 

４ 関係機関へ交通事故分析資料等を積極的に提供し、地域等の実態に即した事故防止活動を推進しま

す。 

５ 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

交 通 安 全 協 会 

１ キャンペーンやイベントなどの開催により、運動への参加・協力を呼びかけるほか、地域や職場等で

の自主的な活動や交通安全講習会への積極的な参加を働きかけます。 

２ はまっ子交通あんぜん教室による児童への安全教育のほか、高齢者などに対する自転車の安全教室

を実施し、自転車のルール・マナーに関する知識を市民に幅広く周知します。 

教 育 関 係 

１ 交通安全教育の推進を図るとともに、校外指導の充実を図ります。 

２ 関係機関・団体と連携して、事例や教材等を活用した効果的な自転車の利用に関する指導の充実を図

ります。 

道 路 管 理 者・鉄 道 事 業 者 

１ 交通安全施設の点検整備を実施するとともに、道路パトロールなどを強化します。 

２ 道路情報板、駅広報、車内広報などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

地 域 

１ 自転車の危険な運転を見かけたら、地域ぐるみで「ひとこえ」をかけ合いましょう。 

２ 日頃からブレーキや前照灯等の点検整備を励行しましょう。 

３ 万一の事故に備え、必ず自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。 

４ 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。 

 
横浜市交通安全対策協議会               

（事務局）横浜市道路局道路政策推進課 
電話０４５(６７１)２３２３  





 

 

  

自治会・町内会長 各位  

 

 

 令和６年度都筑区家庭防災員研修の実施及び地域防災活動支援事業制度について  

  

 令和６年度都筑区家庭防災員研修を次のとおり実施します。研修の受講者について、自治会及び

町内会からの推薦により公募するほか、今年度も個人での応募をあわせて実施いたします。 

なお、地域防災活動支援事業は、昨年度と同様に地域の皆様の自主活動を広く支援するために実

施いたします。 

   

１  令和６年度都筑区家庭防災員研修について 

(1)  研修日時 

   ※資料１を御参照ください。 

 

(2)  研修受講者の要件 

     満 15 歳以上の都筑区在住の方であれば、どなたでも受講できます。 

    ※過去に家庭防災員の研修を修了した方も受講できます。 

 

 (3)  募集方法 

 研修受講者を各会長が取りまとめ、資料２の様式に必要事項を記入し(希望者がいない場合

は、同封の様式の希望者「無」に○印を記入)返信用封筒にて、都筑消防署 総務・予防課宛

てに御返信ください。また、今年度から住所等のダブルチェックをするために受講者自身で

の手続きが必要となります。各会長から同封の添付資料３－１、２、３を受講希望者にお渡

しください。 

 

※昨年同様に、自治会・町内会からの推薦を受けていない方も、本人の希望での応募が可能

です。 

 

 (4)  研修募集人数 

   ア 各自治会・町内会からの推薦は原則２名までとし、全体で 50名とします。 

（都合により２名を超える場合は、事前に担当者に御相談ください。） 

   イ  個人での応募については、先着順で 40 名までとします。 

 

 

 
裏面あり 

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 9 日 

都 筑 消 防 署 



(5)  提出期限及び入力期限について 

ア 推薦名簿の提出期限 

令和６年５月 23日（木）までに、都筑消防署総務・予防課予防係あて御返信ください。 

なお、受講者による電子申請システム又は申込書での登録も上記日程までに実施してく

ださい。 

   イ  個人での応募締め切り 

     令和６年５月 23日（木）までに、電子申請システム又は指定の申込書にて、お申込みを 

お願いします。また、申し込み用紙は都筑消防署ホームページからダウンロードしていただ 

くか、消防署受付にてお渡しいたします。 

 なお、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

(6)  その他 

 研修内容については、６月下旬頃にメール又は郵送にてお知らせいたします。 

 

(7)  同封書類 

ア  家庭防災員研修の御案内（回覧用見本）【資料１－１】 

イ  家庭防災員研修の御案内（掲示板用見本）【資料１－２】 

ウ 家庭防災員研修受講（推薦）者名簿（令和６年度）【資料２】 

エ 家庭防災員研修の御案内(受講者用)【資料３－１】    …２部 

オ 参加者用資料(二次元コード)【資料３－２】       …２部 

カ 令和６年度 家庭防災員研修 受講申込書【資料３－３】 …２部 

キ  電子申請システム入力見本 

ク 返信用封筒（切手付き） 

 

２ 令和６年度地域防災活動支援事業について 

この事業は、家庭防災員の方をはじめ、地域の皆様や消防署も企画等に関わり、これまでの活

動をさらに発展させ、自助から共助について、広く多くの方々に学んでいただくことを目的とし

ています。お申込み、ご相談等ありましたら、令和６年９月 30日(月)までに、下記記載の都筑

消防署 総務・予防課予防係までご連絡ください。 

※参考例 

 

 

目的 内容 

防災意識の向上 防災講演会 等 

※講演会での講師派遣費用の支出 

防災訓練の実施 DIG HUG 訓練 等 

※実施に際し必要となる文具類の購入費用の支出 

お問合せ 
都筑消防署 総務・予防課 予防係 
担当：田中・川波 
TEL・FAX 045-945-0119 



１ 家庭防災員研修について 

 今後発生が危惧される、大規模災害による被害を軽減するためには、「自助」とともに「共助」の重

要性が高まっています。この研修は、その知識や技術を身につけていただくことができる内容となって

います。 

２ 研修内容 

３ 研修日程 

区分 日時 会場 

①防災講演会 令和６年７月 ３日(水)   14 時 00 分～16 時 00 分 都筑公会堂 

②防火・防災・

災害図上・風水害研修 

令和６年７月 12 日(金)  ９時３0 分～1１時３0 分 横浜市民 

防災センター 令和６年７月 13 日(土)   ９時３0 分～1１時３0 分 

③救急研修

令和６年 10 月４日(金)   ９時 00 分～10 時 00 分 

都筑消防署 
令和６年 10 月４日(金)  10 時 30 分～11 時 30 分 

令和６年 10 月５日(土)   ９時 00 分～10 時 00 分 

令和６年 10 月５日(土)  10 時 30 分～11 時 30 分 

※区分①②③についてはそれぞれ１回、全３回実施予定です。

※①は受講できる方のみ、②、③は受講必須になります。

※①の内容については別添資料を参照してください。

４ 受講対象者 

受講対象者は都筑区在住での満 15 歳以上の方で、下記のいずれかの方 

・自治会、町内会から推薦を受けた方

・個人で研修の希望をされた方

区分 内容 会場 

防火研修 火災時の消火要領、避難要領 

横浜市民 

防災センター 

地震研修 地震の知識や対応方法 

災害図上研修 

風水害研修 

地図上(ハザードマップ)から読み取れる情報等から、

様々な災害に応じた防災対策を検討する訓練 

救急研修 救急処置要領(AED を使用した心肺蘇生法など) 都筑消防署 

資料１-1 
回覧用見本 



５ 申込方法 

 (1) 自治会・町内会から推薦を受ける方 

 ・自治会・町内会長→推薦する方の必要事項を資料２に記入の上、消防署宛てに FAX 又は同封の

返信用封筒にてご返信お願いいたします。 

・推薦を受けた受講希望者→下記の①②のいずれかの方法でお手続きをお願いします。 

 

①電子申請でのお手続き 

 ５月 23 日までに横浜市電子申請システムから受講登録をお願いいたします。 

 下記の二次元コードを読み込んでいただくか、下記 URL をパソコンなどで入力していただ

き、該当のホームページから受講登録をお願いします。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/183

36e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start 

 

 

 

 

②受講申込書でのお手続き 

 各自治会・町内会長から配布されている【令和６年度 家庭防災員研修 受講申込書】に必要

事項をご記入していただき、５月 23 日(必着)までに消防署宛に FAX 又は郵送でお手続きをお

願いします。 

 

 (2) 個人で研修を希望される方 

以下の①②のいずれかの方法で消防署にお申込みください。 

 

①電子申請でのお申込み 

 ５月 23 日までに横浜市電子申請システムから受講登録をお願いいたします。 

下記の二次元コードを読み込んでいただくか、下記 URL をパソコンなどで入力していただき、

該当のホームページから受講登録をお願いします。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/183

36e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start 

 

 

 

 

 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18336e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18336e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18336e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18336e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start


②受講申込書でのお申込み 

 下記のホームページから書式をダウンロードして頂くか、都筑消防署受付で配布しております

受講申込書に必要事項をご記入していただきお申込みください。 

「〒224－0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 32－1 

都筑消防署 総務・予防課 家庭防災員研修担当宛」 

５月 23 日(必着)までに FAX、郵送又は直接窓口までお申込みください。 

 

家庭防災員研修申請書ダウンロードホームページ

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18336

e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start 

 

FAX 番号：045－945-0119 

※送信時は番号の確認をお願いいたします。 

    なお、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。  

    

６  その他 

(1)  研修に参加される際は、公共交通機関のご利用をお願いします。 

(2)  指定の申込書は、都筑消防署ホームページからダウンロードまたは都筑消防署受付にて配布し

ております。 

  (3) 研修受講希望者の皆さんには、６月下旬までに消防署から研修の詳細をメール又は郵送にてお

知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18336e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18336e90-5ca0-4897-bfd6-bd33e73f9823/start


 
 
 

 

 
 

区 分 日 時 会 場 

防災講演会 令和６年７月３日(水) 都筑公会堂 

防火/防災/ 

災害図上/風水害 

令和６年７月 12 日(金) 横浜市民 

防災センター 
令和６年７月 13 日(土)  

救  急 
令和６年 10 月４日(金) 

都筑消防署 
令和６年 10 月５日(土) 

令和６年度都筑区 

家庭防災員研修を
開催します 

この研修は、今後発生が危惧される大規模災害による被害を軽減するための
「自助」とともに「共助」の知識や技術を身につけていただくことができる

内容となっています。※無料

受講対象者 
受講対象者は都筑区在住での満 15 歳以上の方 

詳しくは
都筑消防署総務・予防課予防係 家庭防災員担当者まで 
☎ 045-945-0119

研修内容 

都筑消防署 家庭防災員研修 検索

申込方法 
個人からの応募又は自治会・町内会からの推薦 
（詳細は下記消防署にお問合せいただくかホームページをご覧ください。） 

資料１－２

掲示板見本

能登半島地震写真



                                   

 

 

 

 

 

令和６年  月  日 

都 筑 消 防 署 長 

               自治会・町内会名                

               会 長 名                

               電   話                

家庭防災員研修受講(推薦)者名簿（令和６年度） 

※ 希望者がいない場合は「無」に○印をつけてご返信ください。 

 
右記に○を付けてください 

 
希望者   有 
（下記に氏名等を記入願います） 

 
希望者   無 

                        

【推薦者１】 

フ リ ガ ナ  

氏     名  

住     所 
〒２２４－ 

 都筑区 

電 話 番 号 
ご  自  宅    （    ）       

日中のご連絡先    （    ）       

 

【推薦者２】 

フ リ ガ ナ  

氏     名 
 
 

住     所 
〒２２４－ 
 都筑区 

電 話 番 号 
ご  自  宅    （    ）       

日中のご連絡先    （    ）       

 ※上記に記載された個人情報は、家庭防災員研修以外には、使用いたしません。 

  

◎留意事項 

 ・満1 5歳以上の都筑区内在住の方であれば、どなたでも受講できます。 

 ・氏名は修了証に記載されますので、楷書で正確に御記入ください。 

・住所は棟室番号（マンション等の場合）まで御記入ください。 

  令和６年５月23日（必着）までに、同封の返信用封筒にて御返信ください。 

・その他、御不明な点は下記までお問い合わせください。 

 
都筑消防署 総務・予防課 予防係 

電話・FAX：945-0119 

資料２ 

自治会・町内会長様ご記入用 



１ 家庭防災員研修について 

 今後発生が危惧される、大規模災害による被害を軽減するためには、「自助」とともに「共助」の重

要性が高まっています。この研修は、その知識や技術を身につけていただくことができる内容となって

います。 

２ 研修内容 

 

３ 研修日程 

区分 日時 会場 

①防災講演会 令和６年７月 ４日(木)   14 時 00 分～16 時 00 分 都筑区公会堂 

②防火・防災・ 

災害図上・風水害研修 

令和６年７月 12 日(金)   ９時 00 分～11 時 30 分 横浜市民 

防災センター 令和６年７月 13 日(土)   ９時 00 分～11 時 30 分 

③救急研修 

令和６年 10 月４日(金)   ９時 00 分～10 時 00 分 

都筑消防署 
令和６年 10 月４日(金)  10 時 30 分～11 時 30 分 

令和６年 10 月５日(土)   ９時 00 分～10 時 00 分 

令和６年 10 月５日(土)  10 時 30 分～11 時 30 分 

※区分①②③についてはそれぞれ１回、全３回実施予定です。 

※①は受講できる方のみ、②、③は受講必須になります。 

※①の内容については会長宛ての回覧用【資料１】に添付された、別添資料を参照してください。 

４ 受講対象者 

 受講対象者は満 15 歳以上の都筑区民の方で次のいずれかの方々 

 ・自治会、町内会から推薦を受けた方 

 ・個人で研修の希望をされた方 

区分 内容 会場 

防火研修 火災時の消火要領、避難要領 

横浜市防災センター 

地震研修 地震の知識や対応方法 

災害図上研修 

風水害研修 

地図上(ハザードマップ)から読み取れる情報等から、

様々な災害に応じた防災対策を検討する訓練 

救急研修 救急処置要領(AED を使用した心肺蘇生法など) 都筑消防署 

資料３－１ 受講者用資料 



家庭防災員研修受講希望者は
下記の手順で手続きをお願いします。

参加者用資料

スマートフォンやタブレットパ

ソコンなどの端末がある方

下記二次元コードから登録をお願い

いたします。
※都筑消防署のホームページからも

登録手続きをご案内しております。

資料3-3を御記入の上、5

月23日までに消防署に

FAX及び郵送で手続きをお

願いいたします。

はいいいえ

登録が完了しましたら、６月下旬頃

に研修のご案内がメール又は郵送で

送付されます。

登録できた

登録できない

資料３ー２



申込方法 

  

 

 

 

※ 下記①は７月３日のみ実施、②③にあってはご希望の日程のチェック欄にレ点を記入してください。 

※ ①は受講可能な方のみレ点をいれてください。②③は受講必須になります。受講可能な時間を選択して

ください。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふりがな  

住所 

〒２２４― 

都筑区 
氏名  

自治会町内会名  電話番号 
 

同意事項(任意) 

□ にチェック 

□ 申込用紙に記載した内容が、お住まいの自治会町内会へ提供されることについて、同意し

ます。 

※同意いただいた場合は、自治会町内会の活動に関して、自治会・町内会から連絡がある場合

があります。 

防災講演会  

チェック 日時 会場 

 7 月３日（水） 

14:３0～16:00 

都筑公会堂 

都筑区茅ケ崎中央３２－１ 

防火・防災・災害図上・風水害研修 

チェック 日時 会場 

 ７月 12 日(金) 

9:３0～12:00 横浜市民防災センター 

神奈川区沢渡４－７ 
 

７月 13 日(土) 

9:30～12:00 

救急研修 

チェック 日時 会場 

 10 月４日(金) 

９:00～10:００ 

都筑消防署 

 

都筑区茅ケ崎中央 

３２－１ 

 10 月４日(金) 

10:30～11:3０ 

 10 月５日(土) 

９:00～10:００ 

 10 月５日(土) 

10:30～11:3０ 

必要事項をご記入していただき、下記担当へ郵送又は FAX にて、５月２３日(必着)までにお申込みください。 

※電子申請システムで申請された方は、こちらの書類へのご記入は不要です。 

〒22４－0032 都筑消防署 総務・予防課 家庭防災研修員担当宛 

【FAX】０４５－９４５－０１１９ ※送信時は番号を確認してください。 

資料３－３ 

① 

② 
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都筑消防団入団促進キャンペーンの実施について（情報提供） 

 

 

都筑消防団は、「自らのまちは自ら守る」ことを基本理念とし、区民の皆様の

安全と安心を守るために活動しています。 

能登半島地震を教訓として、消防団活動体制の更なる強化を図るため、消防団

への入団促進に次のとおり取り組みますのでご理解ご協力をお願いします。 

なお、今年度は、関係法令に基づいて消防団長等の改選を行い、新たな消防団

長等が着任しましたので合わせて情報提供します。 

 

１ 取組概要 

  「都筑消防団入団促進キャンペーン」を実施し、消防団と消防署が合同で入

団促進に係る取組を強化します。 

 

２ キャンペーン期間 

(1)  令和６年５月 17日（金）から５月 31日（金）まで 

(2)  令和６年 10月９日（水）から 10月 31日（木）まで 

 

３ 取組内容 

期間中を中心に、消防職員及び消防団員が次の取組を実施します。 

(1)  消防団員募集チラシのポスティング 

(2)  消防車両等による巡回広報活動 

 

４ 場 所 

  都筑区全域 

 

５ その他 

消防団員募集チラシのポスティングは、必ず制服又は活動服を着用して実施

します。 

 

 

 

 

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 9 日 

都 筑 消 防 署 

担当：都筑消防署総務・予防課 

消防団係 中村 

電話：045-945-0119 



 

≪参考資料≫ 

 

１ 消防団長の任命について 

(新) 団長 着任のコメント 

角田
か く だ

 隆
た か

雄
お

 

地震を含むあらゆる災害に適切に対処し、関係機

関と連携して区民の皆様の安全と安心を守ってま

いります。 

 

 

２ 各分団長の任命について 

分団名 (新) 分団長 受持ち区域 

第一分団 信田
の ぶ た

 辰夫
た つ お

 

池辺町、川和町、川和台、見花山、富

士見が丘、葛が谷、高山、二の丸、佐

江戸町、加賀原一・二丁目 

第二分団 城田
し ろ た

 朝
と も

成
あ き

 
東方町、長坂、平台、桜並木、大熊町、

仲町台一～五丁目、川向町、折本町 

第三分団 井上
いのうえ

 隆志
た か し

 

勝田町、勝田南一・二丁目、茅ケ崎町、

茅ケ崎南一～五丁目、茅ケ崎中央、茅

ケ崎東一～五丁目、荏田東町、荏田東

一～四丁目、大丸、荏田南町、荏田南

一～五丁目 

第四分団 髙
た か

橋
は し

 正雄
ま さ お

 

南山田町、南山田一～三丁目、北山田

一～七丁目、すみれが丘、東山田町、

東山田一～四丁目、早渕一～三丁目、

新栄町 

第五分団 寒川
そうかわ

 正
しょう

吾
ご

 

中川一～八丁目、中川中央一～二丁

目、あゆみが丘、牛久保町、牛久保一

～三丁目、牛久保西一～四丁目、 

牛久保東一～三丁目、大棚町、大棚西 

 

 



３月 累計 ３月 累計

（件） 3 4 1 9 △ 5

建  物  火  災 （件） 2 3 1 3 0

車  両  火  災 （件） 1 1 0 2 △ 1

そ の 他 の火 災 （件） 0 0 0 4 △ 4

（㎡） 0 0 0 94 △ 94

（人） 0 0 0 0 0

３月 累計 ３月 累計

（件） 868 2,728 804 2,535 193

急          病 （件） 581 1,936 538 1,795 141

交  通  事  故 （件） 43 136 56 130 6

一  般  負  傷 （件） 180 496 147 444 52

そ    の    他 （件） 64 160 63 166 △ 6

 

※　令和５年の数値は速報値のため、変更になる場合があります。

■　区内の火災状況　 　　　         　                          　　　　　　　　　　　    都筑消防署

令和６年 令和５年

火    災    件    数

火
災
種
別

累計前年比 増△減区分　／　年別

焼  損  面  積

死          者

救
急
種
別

令和５年
累計前年比 増△減区分　／　年別

■　区内の救急状況

令和６年

救    急    件    数

１１９情報

【３月中 ３件】
３月３日（日） 牛久保西 建物火災
３月10日（日） 池辺町 車両火災
３月31日（日） 川和町 建物火災

区連会４月定例会説明資料
令 和 ６ 年 ４ 月 19 日
都 筑 消 防 署

2024年度 全国統一防火標語が決定しました！

消防庁では、１９６５年から防火意識の高揚を目的に、全国統一防火標語による

啓発活動を毎年行っています。

２０２４年度 全国統一防火標語

「守りたい 未来があるから 火の用心」

今年度はこの標語を活用し、１年間火災予防の啓発活動を
行っていきます。



 

 

防災のことを学びたいけど… 

 

そんな方には・・・ 

時間や場所にとらわれることなく、動画等により防災を学べるウェブサイト 

「よこはま防災 e パーク」がオススメです！ 

火災・地震・風水害など、いざという時に役立つ動画コンテンツ等を掲載しています！！ 

 

学習方法は・・・ 

ウェブサイト上から学習できます。 

 

内容は・・・ 

「一般」、「子ども」、「地域防災」、「事業所」の４つのコースから御自身にあったコースを選択し、動画や確認

テストを中心に学習することができます。 

「子ども」コースから「ポケモンぼうさいきょうしつクイズ」に挑戦することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「体験を希望」される方は・・・ 

一般コース終了後、横浜市民防災センター（横浜市神奈川区沢渡 4-7）で実施する体験の予約がよこはま防災

e パーク内からできます。※主な内容：消火器の取扱い方法、AED の取扱い方法、水災害体験 など 

 

都筑消防署総務・予防課予防係(☎ 045-945-0119) 

 

よこはま防災 eパーク 🔍🔍 

「よこはま防災 eパーク」のお知らせ 

いつでも・どこでも・身近に防災を学ぼう！ 
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